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【開催日】 平成３０年３月７日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前１１時２６分～午後４時５７分 

【出席委員】 

分 科 会 長 河 野 朋 子 副 分 科 会 長 伊 場   勇 

委 員 笹 木 慶 之 委 員 髙 松 秀 樹 

委 員 長谷川 知 司 委 員 宮 本 政 志 

委 員 森 山 喜 久   

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

議 長 小 野   泰 副 議 長 矢 田 松 夫 

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 総務部長 芳 司 修 重 

秘書課長兼大学推進室副室長 大 谷 剛 士 総務課長 石 田   隆 

総務課課長補佐兼危機管理室長 田 尾 忠 久 総務課法制係長 野 村   豪 

総務課広報係長 道 元 健太郎 総務課危機管理室主任 青 木 宏 薫 

人事課長 辻 村 征 宏 人事課給与係長 林   善 行 

税務課長 藤 山 雅 之 税務課課長補佐 伊與木   登 

消防課主幹 岩 村   淳 消防課消防団係長 松 岡 賢 吾 

消防課消防庶務係長 日 髙 辰 将 総合政策部 川 地   諭 

企画課長 河 口 修 司 企画課課長補佐 河 田 圭 司 

企画課主査 村 田   浩 企画課主査兼企画係長 杉 山 洋 子 

企画課行革推進係長 佐 貫 政 彰 企画課企画係主任 宮 本   渉 

財政課長 篠 原 正 裕 財政課課長補佐 山 本   玄 

財政課調整係長 鈴 木 一 史 財政課調整係主任主事 伊 勢 克 敏 

管財課長 木 本 順 二 管財課主幹 梅 田 智 幸 

情報管理課長 山 根 正 幸 情報管理課課長補佐 石 橋 啓 介 
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文化・スポーツ振興部長 姫 井   昌 文化・スポーツ政策室長兼市民館長  舩林 康 則 

文化振興課課長補佐 渡 邉 俊 浩 文化振興課主任 石 津 孝 昭 

スポーツ振興課長兼 

文化・スポーツ政策室主幹 
川 﨑 信 宏 スポーツ振興課主査 熊 野 貴 史 

監理室長 柴 田 直 幸 監理室室長補佐 中 村 景 二 

監理室主査 浅 川   縁 総合事務所長 吉 藤 康 彦 

総合事務所地域活性化室室長補佐  村 長 康 宣 市民窓口課長 金 子 雅 宏 

会計管理者 大 田   宏 議会事務局次長 清 水   保 

議会事務局主査兼庶務調査係長 島 津 克 則 公平委員会事務局長 藏 本 一 成 

【事務局出席者】 

事務局長 中 村    聡 議事係長 中 村 潤之介 

 

【付議事項】 

１ 議案第１６号 平成３０年度山陽小野田市一般会計予算について 

                       （総務文教分科会所管分） 

 

午前１１時２６分 開会 

 

河野朋子分科会長 ただいまから一般会計予算決算常任委員会の総務文教分科

会を開会いたします。審査日程は、お手元の資料のとおり進めてまいり

ます。審査対象事業がある場合は、初めに審査対象事業の説明を受けた

後、質疑を行います。その後、そのページについて質疑を行うことにし

ますので、よろしくお願いします。それでは審査番号１番について審査

を始めます。１款議会費について、質疑を行います。６８ページから７１

ページまでの議会費で質疑があればお願いします。 

 

笹木慶之委員 需要費の中の修繕料は何か予定がありますか。 

 

清水議会事務局次長 これは本会議場や委員会室の放送設備等の不具合が生じ
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たときに修繕していく費用ですので、取り立てて今年度何か修繕してい

こうというようなものではありません。 

 

森山喜久委員 予算概要のときに説明があったと思うんですが、委員会室の設

備整備事業については１４節の機械器具借上料に上げられていると考え

ていいですか。 

 

島津議会事務局主査兼庶務調査係長 委員会室設備整備事業については、１８

節の備品購入費の機械器具費の３１０万６，０００円がマイク設備で、

こちらに置いてあるマイク設備と同様なものをもう一つ購入いたします。

それから１３節の委託料の中の議会映像配信業務委託料の中に一部、イ

ンターネットに流すための委託料が含まれています。 

 

森山喜久委員 それらを合わせて３２９万２，０００円ということでよろしい

ですか。 

 

島津議会事務局主査庶務調査係長 そのとおりです。 

 

河野朋子分科会長 これによって委員会中継が同時に２か所でできるというこ

とでいいんですか。 

 

島津議会事務局主査庶務調査係長 そのように予定しています。 

 

髙松秀樹委員 課長提案事業は庁用器具費５０万ということになるんですか。

この部分の説明をお願いします。 

 

清水議会事務局次長 言われるとおり庁用器具費の５０万です。内容について

は、議会図書室を地方自治法に基づき設置していますが、現状、書庫が

足りていないという状況があります。書庫を整備し、現在保管していま

す書類を整理し、議員の調査研究のために資するほか、市民への公開と
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いう部分も、もう少し広めていきたいと考えています。 

 

髙松秀樹委員 図書購入費１０万円あります。現在、議会図書室の図書の状況

は非常に少ないと思っていますが、１０万円でどういったものを購入さ

れる予定ですか。 

 

清水議会事務局次長 例年１０万円予算を取っておりますが、２万から４万と

いう支出になっています。基本的には地方自治法の逐条解説や議会運営、

議会改革の本などをメインに購入しております。毎年質問が出ることで

すので、事務局だけではなく、議員の皆様方からも何らかの要求があれ

ばそろえていきたいと思っています。現状では、書庫がきちんとしてい

ないということがあり、事務局内の書庫に入れておりますので、それも

議会図書室に移管しながら、活用できるようにしていきたいと考えてい

ます。 

 

河野朋子分科会長 ９款の消防費に移ります。審査事業がありますので、事業

の説明をお願いします。 

 

岩村消防課主幹 審査対象事業Ｎｏ．２宇部・山陽小野田消防組合特別分担金

支払事業（消防車両整備）について、資料３ページから６ページになり

ます。消防組合で使用する消防車両の中には、老朽化により性能が著し

く低下し、市民生活の安全確保のための消防現場活動に支障を来してい

る車両があります。当組合では宇部・山陽小野田消防組合車両更新計画

により、老朽化車両の更新をお願いしているところです。平成３０年度

は３台の車両更新を予定しています。１台目の山陽タンク１号車は、平

成１２年山陽署配備で１７年経過した車両となります。当該車両は火災

現場の最前線で放水等に使用します。２台目の小野田資材１号車、平成

１２年小野田署配備で１７年経過した車両となります。当該車両は災害

出動に伴う資機材搬送を行い、主に油火災の消火薬剤の搬送、水難救助

用ボートの搬送、火災現場使用資機等の搬送に使用します。３台目の本
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部９号は、平成１３年に宇部市消防本部配備の車両で１６年経過してお

り、予防業務、火災調査、各種講習、防火指導、広報活動と幅広く使用

する緊急車両です。以上３台が平成３０年度宇部・山陽小野田消防組合

特別分担金車両整備事業となります。予算内訳としましては、山陽小野

田市配備の山陽ポンプ１号車、小野田資材搬送車は石油備蓄補助金と一

般財源から５３７万８，０００円を支出し、本部９号車については、車

両総額を基準財政需要額で案分した３３．６％分の９７万６，０００円

を一般財源より支出し、総額６３５万４，０００円の車両整備事業とな

ります。以上で審査対象事業の説明を終わります。 

 

河野朋子分科会長 説明が終わりましたので、ここで質疑を受けます。 

 

長谷川知司委員 車の買い換えですが、古い車両はどのようにされているんで

すか。 

 

岩村消防課主幹 石油備蓄交付金で購入した車両については使用できないとい

う判定の下に購入いたしますので、廃車処分にしています。 

 

長谷川知司委員 オークションで値がついて、高く売れると聞いたことがある

んです。そういうことには使えない車両なんですね。 

 

岩村消防課主幹 石油備蓄交付金を使って、国から補助金で購入しており、そ

ういうことには使えないと聞いております。 

 

長谷川知司委員 ３台ともそうですか。 

 

岩村消防課主幹 本部支援車については旧宇部消防本部の購入車両でありまし

て、これは石油備蓄を使用していないと思いますが、既に１７年経過し、

１３万キロ近く走った車なので、使用限界を超えており、オークション

等に掛けることはないと思われます。掛けることができるかと聞かれま
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すと、宇部の購入車両なので、そちらに問い合わせないと何ともお答え

ができません。 

 

長谷川知司委員 今回というのではなくて、そのように税金として、また、そ

れが市の収入となればいいですので、そういう方法を探るというのも一

つの研究かなと思いますので、そういうことも研究していただきたいと

思います。 

 

河野朋子分科会長 これは意見ということで受け止めてください。 

 

森山喜久委員 このたびは３台の買い換えということで、平成２８年も３台、

２６年１台、２７年２台という形の分で、車両の入替えをしていらっし

ゃると思うんですけど、実際、小野田、山陽、埴生、それぞれ車両を置

いてあると思うんですけど、実際、今どれくらい置いてあって、それは

更新、これからの予定でという、もう計画的な分があったら教えてもら

いたいんですが。 

 

岩村消防課主幹 先ほど説明しましたように宇部・山陽小野田消防組合車両更

新計画がありまして、今年度が小野田側では３台、宇部側の購入車両と

しては４台となっています。毎年、車両の購入を計画していますが、山

陽小野田管内の車を今、頭の中で数えております。この表が全部一緒に

なっているので分かりづらいですが、埴生地区には３台、救急車、タン

ク車、支援車。山陽消防署にタンク車、ポンプ車、救助工作車、資材搬

送車、支援車２台があります。小野田消防署は救急車１台、予備車が２

台と原液車、タンク車、ポンプ車、水槽車、大型化学高所放水車、はし

ご車、化学車、資材搬送車、支援車が４台あります。以上が所有車両と

なります。 

 

森山喜久委員 車両の更新計画が全体的にあるという話、もしよかったら資料

としてそれをもらうことができたら、今後の計画もあるので、更新計画



 

7 

 

があるようだったら示してもらえたらと思うんですが。 

 

岩村消防課主幹 今、手元に１部持っています。後ほど配布したいと思います。 

 

髙松秀樹委員 消防自動車は先ほどの説明で使用ができないという判定という

言葉があったんですが、今の説明は車両更新計画があって、これに沿っ

て更新を随時していくということですよね。その中で、例えば、１７年

と１６年というのがありましたが、おおよそこのぐらいの年数がたった

消防自動車については、そういう更新計画に入っていくという理解でよ

ろしいですか。 

 

岩村消防課主幹 そのとおりです。更新計画の目安がありまして、消防車両に

ついてはポンプ車が１５年、水槽ポンプ車も１５年、水槽車１８年、化

学車１８年、大型化学消防車も１８年、高所放水車１８年、はしご車も

１８年と必要車両については、ほぼ１８年と決められています。救急車

については使用頻度がかなり高いので、８年で更新予定としています。

連絡車や広報車等の支援車については１４年の更新計画となっています。 

 

笹木慶之委員 先ほど購入の財源のことについて言われましたが、財源をもう

一度説明してください。 

 

岩村消防課主幹 山陽小野田市配備の山陽ポンプ１号車、小野田資材搬送車は

石油備蓄の補助金を活用し、足りない部分を一般財源から５３７万

８，０００円、本部救護車については本部車両で、宇部市所有の車両で

すが、小野田でも活用しますので、基準財政需要額で案分した３３．６％

分の９７万６，０００円を一般財源から支出しています。合計で６３５

万４，０００円の支出となります。 

 

笹木慶之委員 石油備蓄の場合はトンネルになるというか直払いになるわけで

すか。予算が不足分だけしか挙がっていないので、それは市が受け入れ
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てということにはならないわけ。これは分担金になっていますから、本

市が負担する分担金という考え方になれば、それはそれでいいんですが、

元の金額が分からないから、それを今聞いたわけ。 

 

松岡消防課消防団係長 組合の購入車両で備蓄分は組合が申請する権利がある

といいますか、１億幾らの備蓄分の車２台分は組合が申請します。そこ

の備蓄に当たるのは組合に入ってくるという形になり、残りの一般財源

分のみがうちの持ち出しといいますか、特別分担金で乗っかってきます。

緊急車両についてはそうなっています。 

 

笹木慶之委員 だと思うんです。それで、元の金額を教えてください。参考に

ね、余り聞いてもいけないかもしれませんが。 

 

岩村消防課主幹 購入金額ですが、水槽付消防ポンプ車、これは山陽タンク１

号車ですが、総事業費４，３７０万円です。補助が３，９３３万円とプ

ラス諸経費が１２万１，０１０円掛かっています。小野田側の資機材搬

送車の総事業費が７９０万円で補助金が７１１万、諸経費が９万６，４１０

円掛かっています。備蓄からの補助金は総事業費の９割となっています。 

 

河野朋子分科会長 該当の２４８ページから２５１ページの消防に関わるとこ

ろで、質疑を受けます。 

 

笹木慶之委員 ここでしか聞きようがないと思うのでお尋ねしますが、来年度

の出初め式はどこでしますか。 

 

岩村消防課主幹 来年度は耐震の関係で市民館が使えないので、現在検討中で

すが、文化会館で式典を開催しようと考えています。パレードもできれ

ばやりたいと思いますが、警察との兼ね合いがありますので、調整しな

がら、実施する方向で考えていきたいと思っています。 
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笹木慶之委員 先ほどから資機材の更新ということで、私も消防に携わったこ

とがありますからよく分かっていますが、やはり市民の安全・安心とい

うのは自主的な面と、もう一つは、そういう物を保有しているというこ

とを、市民の宝ですから、市民の財産ですから、きちんと市民の皆さん

に披露して、こういう資機材を確保して、安全・安心を守っていますよ

という、市民に対するアピールというか、私は大事なことだと思うんで

すよね。だから、倉庫に入っていたのでは分からないから、あるときに

はパレードをして、皆さんにそういう安全・安心をアピールすることも

必要と思いますが、その辺について。もちろん今までもいろんなところ

に出向いて行きながら、一部については見せておられましたが、その辺

についてどのようにお考えか、お尋ねします。 

 

岩村消防課主幹 現在は消防展と出初め式と各地区の防災訓練等に消防車両等

を出向させて、アピールさせてもらっています。現場活動もございます

ので、できる限りは出たいと思いますが、一斉に車両を投入するという

のは無理がありますので、出初め式等につきましては、なるべくいろん

なものをアピールしていきたいとは考えております。この辺は組合とも

いろいろ相談しまして、今後も検討していきたいと思っています。 

 

長谷川知司委員 ２５１ページの消火栓ですが、どこに何箇所かを教えてくだ

さい。 

 

岩村消防課主幹 新規の消火栓ですが、経常で１８０万の予算が上がっていま

す。これは新規で１基は松浜、今検討している場所は旧南部診療所の近

辺に１か所、水道工事が入っているということなので、一緒にやっても

らおうかと考えています。もう１か所は、できれば大須恵の団地の中に

新しい新興団地がありますが、その途中に消火栓がないものですから、

そこに一つ計画しています。これは山陽小野田市の水路の整備計画の中

の第二次総合計画の中にありました消火栓の充足率、これの足りない部

分を賄っていこうと検討しまして、水道局との工事の絡みもありまして、
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その場所に決めさせていただいております。これは予定なので、毎年変

わることもあります。予定はそこにしています。この中に臨時の水道局

が行う配管敷設替え。これは水道局の上水の配管敷設替えを８０年掛け

てやるということで、その工事分の配管敷設替え部分にある消火栓の取

替え工事です。これが１７基ほど予定しています。これは水道局の工事

の兼ね合いで、いろいろ図面上出てきますが、年間１７基ほど更新させ

ていただくということで計画しています。 

 

長谷川知司委員 大須恵団地ですが、開発行為をした団地だと思うんです。開

発行為をすれば、当然消火栓の設置については義務付けられており、そ

ういうところはないんですか。大須恵はたしか開発したら消火栓はある

という認識があるんですけど、違うんですか。 

 

岩村消防課主幹 新たに奥に開発した部分は消火栓が設置してあります。手前

の入り口側に消火栓がない部分がありまして、そこが未補完区域となっ

ておりますので、そちらに設置しようと考えております。 

 

河野朋子分科会長 ２５１ページまでで、ほかに質疑がありますか。（「なし」

と呼ぶ者あり）それでは①の審査を終了しましたので、以上で終わりた

いと思います。午後は１時から再開します。 

 

午前１１時５２分 休憩 

 

午後１時 再開 

 

河野朋子分科会長 それでは、分科会を再開いたします。審査番号②から行き

ます。②の審査事業３番の説明をお願いします。 

 

河口企画課長 まずは、委員会資料の７ページ、「シティセールス推進事業」に
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ついて御説明します。本市では、シティセールスを第二次総合計画の重

点プロジェクトに掲げ、様々な地域資源など本市の特性を活かしながら、

それを効果的にＰＲし、都市ブランド力、都市イメージ、認知度の向上

を図ります。対象としましては、市民、市外の方となります。一般的な

定義としましては、「シティセールス」は市外に情報発信していくもの、

「シティプロモーション」は市外だけでなく、市内にも情報発信するも

のといった定義が一般的ですが、本市では、第二次総合計画の用語解説

にも掲載していますとおり、市内外に魅力を発信していくことを「シテ

ィセールス」と定義しています。方法としましては、産学公民が一体と

なってシティセールスに取り組んでいくため、本市におけるシティセー

ルスの考え方を共有し戦略の方向性を定め、魅力の発掘、効果的なＰＲ

戦略の実施、様々な情報媒体の活用などに取り組みます。目的としまし

て、市民に対しましては、本市に対する愛着や誇りを持っていただく、

シティプライドの醸成、市外に向けては市の認知度の向上により、更に

交流人口を増加させ、最終的に移住・定住につなげてまいりたいと考え

ています。次のページ、このシティセールスに取り組むに当たっては、

新たに担当部署を設置し、その部署で今後の具体的な戦略等を定めてい

くことになります。このため、予算としましては、他市が実施している

事業を参考にしまして、普通旅費、消耗品費、通信運搬費、報償費に振

り分けており、総額で２００万円を計上しております。以上がシティセ

ールス推進事業の説明です。よろしくお願いします。 

 

河野朋子分科会長 ３番の事業について説明が終わりましたので質疑を受けま

す。 

 

髙松秀樹委員 シティセールス推進事業というのは具体的に何をするというの

があるんですか。 

 

河口企画課長 先ほども申し上げましたが、新しい担当部署が設置されるとい

うことがあります。当然、ＰＲしていくためには、外に打ち出て行くと
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いうことで普通旅費を準備し、いろんな物を作っていく上での消耗品、

通信運搬費、パンフレットを作成していくことも考えています。次のＰ

Ｒ事業でも具体的には考えています。 

 

河野朋子分科会長 ４番も説明を受けて、もしかしたら３番も関連して質疑を。

では４番もお願いします。 

 

河口企画課長 続きまして、委員会資料の９ページ、「シティセールスＰＲ強化

事業」について御説明します。平成３０年度から新たな事業としまして

シティセールスに取り組んでまいります。本市では、第二次総合計画の

重点プロジェクトの取組を加速させるために、国の地方創生推進交付金

を活用することとしており、シティセールスにおいても体制整備のため

に当交付金を活用いたします。この「シティセールスＰＲ強化事業」は、

地方創生推進交付金を活用した事業となります。具体的な事業としまし

ては、第二次総合計画のキャッチフレーズである「スマイルシティ山陽

小野田」にちなんだＰＲロゴを制作します。その予算としましてデザイ

ン委託料１０８万円を計上しております。また、山陽新幹線厚狭駅構内

に本市をＰＲする広告を設置します。その予算としまして、広告掲示の

費用１６万６，０００円、広告のデザイン料２１万６，０００円を計上

しています。説明は以上です。よろしくお願いします。 

 

河野朋子分科会長 ４番も説明を受けましたので、併せて質疑を受けたいと思

います。 

 

髙松秀樹委員 この事業概要のところにＣＩ戦略とあります。市が考えている

この意味を教えてください。 

 

村田企画課主査 このシティセールスの具体的な事業は、課長が申したとおり

新しい部署で考えていくことになりますので、詳細は申し上げられませ

んが、少なくとも実施していくことの一つ目として、第一段階として知
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ってもらう、そして最終的に選んでもらうという目的で実施すること。

そして２番目に産学公民で市民が一体となって取り組んでいくことを前

提とすると。そしてもう一つが観光振興とか特産品等を含めた魅力の発

掘、磨き上げ、情報発信を中心に事業を行っていくことは押さえて実施

することになろうかと思います。その中で情報発信ということで、山陽

小野田市のことを分かりやすく、市内・市外へＰＲしていくことしなけ

ればならないと思います。その中で、本市のどういった強みがあるかを

整理した上でＰＲロゴを制作しまして、本市がこういう市であることを

分かりやすく、対象に発信していくことを目的としていまして、それを

ＣＩ戦略と表現しています。 

 

髙松秀樹委員 シティセールスに関わる事業等を、例えば観光協会との連携は

今の段階で何か考えられているんですか。 

 

村田企画課主査 魅力の発掘で、特産品等も含めた魅力の発掘、磨き上げを考

えていますので、今のところふるさと納税を事業として行っていますの

で、活用しながら観光協会と連携して特産品等の開発だとか販路拡大を

実施していきたいと思っています。 

 

笹木慶之委員 ３番と４番の両方を見ても３番は旅費とか消耗品とかパンフ

レット、４番は地方創生推進交付金を使いながらロゴのデザイン委託料、

広告デザイン料となっていますが、実践効果の表れる事業になっていな

いんですが、ほかの事業との結び付きはどうなっていますか。３０年度

はあくまでも、広告とかデザイン料とかだけなんですが、事業初年度と

して捉えると何か心細いんですが。 

 

村田企画課主査 平成３０年度については、新しい部署でどのようにシティセ

ールスを行っていくかというのが、戦略プランになるかアクションプラ

ンになるか分かりませんが、戦略を練って市民にも参画していただかな

ければなりませんので、協議会になるかワークショップになるかも分か
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りませんが、市民の意見を聴く場も設定していかなくてはなりません。

ＳＮＳも、ホームページとフェイスブックだけですが、市外からの閲覧

を意識したものにもしなければいけませんし、そういった体制整備を１

年目で実施していくことになるかと思います。その中で具体的に、どの

ような人に本市をＰＲしていくかを決めていきますので、次の年度から

具体的な戦略を実施していくことになると思います。 

 

川地総合政策部長 ここに出ている予算は、市政の情報を発信していくという

ベーシックなものですので、今後新体制の中でいろいろ計画づくりをし

ていくことになると思います。その中で、必要な予算については瞬時瞬

時において補正等を組み、当該年度で対応していくことを考えています。

３０年度で計画を立てて、３１年度に予算化するのではなくて、３０年

度にできるものについてはスピード感を上げて補正等で対応していこう

と考えています。 

 

笹木慶之委員 部長の答弁で分かりましたが、今年計画立てて来年やりますで

は遅いわけで、特に地方創生推進交付金というのは３年でしょ。１年そ

れに費やしてしまったらもう２年しかないわけですから。もう一点は、

推進事業として見れば、二つの計画の３１年度、３２年度を見ても同じ

ようなものが出ている。これはあくまでも窓口であって、別途事業化す

る予算が次に出てくると見ていかないと、何も効果が表れてこないよう

な錯覚を起こす。今年度でこれはと思うものについては、事業化して取

り組んでいくということをやるということですね。 

 

長谷川知司委員 ＰＲロゴデザイン委託料について、どのようにして作成され

ようと考えていますか。 

 

村田企画課主査 市民の御意見を聴いて、最終的にデザイン会社をプロポーザ

ルで決定していくことになろうかと思います。 
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長谷川知司委員 市のホームページに載せて、公募という形にすることで市の

シティセールスになるんではと思います。オリンピックの愛称のデザイ

ンも公募でされました。シティセールスであればそういう手法でもいい

んではないかと思いますが。 

 

川地総合政策部長 今の御意見を入れた中で、新体制で検討していこうと思い

ます。 

 

宮本政志委員 ロゴには山陽小野田市の市章をモチーフに使うという案や、山

陽小野田市の色としては緑ですよとか何もなかったと思います。市章と

か色が決まっていなかったら、シティセールスですのであらかた定めて

もらって生かしてもらいたいと思いますが、ロゴのデザインで１０８万

円というのは、市民に公募して選んでそれを基にデザインしてもらうと

いうのは、よっぽどのデザイナーですか。 

 

村田企画課主査 どのようなデザイナーにお願いするか分かりませんが、プロ

ポーザルになると思いますので、デザイン会社を公募することになろう

と思います。 

 

宮本政志委員 厚狭駅新幹線口って、プラットフォームですか。入り口の重た

いガラスの辺り、どこに付けるんですか。 

 

村田企画課主査 厚狭駅の新幹線改札口を入ったところに広告掲出用の壁があ

りますので、そこを想定しています。 

 

髙松秀樹委員 ＣＩをもう少し深く聞きたいんですけど、このＣＩという言葉

は恐らく企業でよく使う言葉だと思いますけど、この構成要素ってある

と思います。市の場合どういうことを構成要素としているんでしょうか。 

 

村田企画課主査 今から新しい部署において、本市の強みというのを洗い出し
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て考えていきますので、ここの時点で何を強みにしていくか、どういう

戦略でいくかというのは申し上げにくんですが、本市が工業都市である

ということとか、子育て支援のこととかを組み合わせて、そういったも

のを分かりやすく伝えてという戦略になろうかと思います。 

 

髙松秀樹委員 恐らく構成要素って強みって意味ではないと思うんです。構成

要素の一つがここの事業計画に出ている「ＰＲロゴのデザイン」だと思

いますが、一般であればこういうロゴであったり、宮本委員が述べられ

たようなカラーだったり、スローガンがあったり、コンセンプトがあっ

たりというのを統一して発信していこう、これがＣＩ戦略だと思います

が、今の説明は単に強みという話になると、ちょっとずれてきているん

ではないかという気がしています。 

 

川地総合政策部長 うちの強みも入ってきますが、それとは別に「スマイルシ

ティ山陽小野田」をキャッチフレーズにしていますんで、スマイルとい

う言葉も入ってきます。「色」ですね。オレンジ色っぽい色になるのか、

これはまだ決定ではありませんが、それらを踏まえて仕様書の中で山陽

小野田市の強みですとか特色ですとか、そういったものを入れることに

なると思いますので、それが構成要素になるんではないかと思います。 

 

伊場勇副分科会長 活動指標のことで。第二次総合計画策定時にも指摘させて

いただいたところですが、今の３番と４番の事業を見ている中では活動

指標が薄く見えてしまいまして、ホームページの閲覧数を増やすのであ

れば、厚狭駅に作る広告にも必ずＱＲコードを付けるとか、そもそもホ

ームページの改修など、気になった人はほとんどの人が検索して山陽小

野田市を調べる。そのときにホームページを立ち上げたときのイメージ

アップということは第一印象でして、そこでほぼ半分以上決まるんでは

ないかと。その中を見てみようかという期待感を持たせるような、次に

つながるような施策とか考え方とかがあれば。 
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河口企画課長 ＱＲコードなり、どういった方策があるか、当然まだ具体的に

はそこまで至っていませんので、言われるような対応をしていくことも

出てくるでしょうし、広告についても。いかに山陽小野田市をＰＲでき

るか、見てもらったときに好印象といいますか行ってみようかなと思っ

てもらえるような方策を考えていきたいと思います。 

 

河野朋子分科会長 では、５番について説明をお願いします。 

 

河口企画課長 委員会資料の１１ページ、「課長提案事業」について御説明し

ます。課長提案制度は、行政を運営する上で、市政に対する職員一人一

人の意識の向上と目的の共有が必要と考えており、職員の人材育成の取

組の一つとして、市長の発案により導入しました。この制度は、事業概

要にありますように、課長の創造的思考の伸長や改革意識の高揚を図る

ため、各部署において新規の事業や市民サービスの向上又は課題解決な

どに役立つ事業について提案するものとしています。課長提案事業は、

資料１３ページの「課長提案制度について」にありますように、消防課、

水道局、病院局を除く、すべての部署の課長５６人に対しまして、原則

単年度で、１人５０万円の事業費の範囲内で事業を発案することとしま

した。発案した事業について、課長が事務事業調書を作成し、企画課に

提出し、その結果、４６事業の提出がありました。事業によっては部内

で調整して、複数の課長が合同で事業実施をするために合算したものも

あります。これらの事業について、総合政策部長が各課長とヒアリング

を行い、市長をはじめとして査定を行った結果、４０事業を採用したと

ころです。その４０事業はお手元の資料１４、１５ページに挙げており

ます。１２ページ、平成３０年度の予算額は、１，５４４万８，０００

円となりました。財源は、まちづくり魅力基金としております。本制度

につきましては、当面平成３１年度までの２か年としています。今後に

ついては、事業成果と人材育成の検証により、この制度を継続するかど

うかを判断してまいります。以上で説明を終わります。 
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河野朋子分科会長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 

 

髙松秀樹委員 ４６事業で４０事業採用。本会議では残りの６事業もまた後年

度にという話でしたか。それとも４０事業で終わりですか。 

 

川地総合政策部長 ４６事業あって、ここに載せているのは４０事業ですけれ

ども、後の６事業の内訳として、１事業が課長提案から通常の臨時的経

費の施策の予算として移ったもの。１事業が地方創生推進交付金事業へ。

もう１事業が３１年度の地方創生推進交付金事業のほうに。残りの３事

業が３１年度以降の事業としてもう１回調整していくこととしています。 

 

髙松秀樹委員 不採用になった事業はあったんですか。 

 

川地総合政策部長 一応、採択という形で採っています。先ほどの３事業が調

整中ということです。 

 

髙松秀樹委員 具体的な事業にはもちろん触れませんが、ぱっと見ると面白い

なという事業もありますし、これは一般的な予算要求でいいんではとう

がった見方をすると、点数が付かなかったのかな、だからこういう提案

事業に挙げてきたのかなと。全てがここの目的のように、一般の目的の

ように市民サービスの向上だけではない部分があって、課長の創造的思

考の伸長や改革意識の高揚を図ると。こっちが恐らく主たる目的なのか

なと。担当課評価理由を見ると、市長の人材育成を行いたいという方針

によって実施するものであると。読み取れるのは、もしかしたら市長が、

課長の皆さんのモチベーションを高めるために事業採択をしたのかなと

思っているんですが。 

 

古川副市長 課長提案は市長の肝いりの制度で、市長が常々言っているのはチ

ーム力ということで、課長が１番頑張ってほしいということを込めて、

期待を込めて、指導をするということも込めて作ったということです。
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髙松委員が言われることも含んでいますし、今後課長が中心になって頑

張っていく期待度も含めて、これが来年度ではすごい創造性のあるもの

に膨らんでいくということも込めての結果と受け止めていただければと

思います。 

 

髙松秀樹委員 私的な感想なんですが、競争があったほうが良かったのかなと。

つまり、基本的には全事業が恐らく予算化されるであろうと思うんです

が、そうなると課長も今後継続された場合に、いずれにしても５０万円

以内だったら何でも採用されるんだという意識付けもあるような気がし

て、ある一定の市民サービスの向上などいろんな課題解決にしっかり結

び付く事業を挙げないと採用されないほうが良かったのかなと。これは

僕の考えで、市長の考えとは恐らく違うと思うんですけど、いずれにし

ても事業としては非常に面白いなと。心配なのは、今後制度がいかにし

て増していくのかなと。このままでは恐らく尻すぼみになっていくんだ

ろうなという気がしますので、それは今後の期待ということです。いず

れにしても、課長のモチベーションが上がったかどうか、今後皆さんに

お聞きしたいところですけど、それは後日分かると思いますので。 

 

河野朋子分科会長 この４０事業ですが、これまでは予算要求にあって採用さ

れなかったものとか、逆に課長提案制度だったから新たに出てきた事業

とか、そういった分析はどうなっていますか。 

 

川地総合政策部長 今まで全く予算要求がなかったのもかなりあります。その

反面、経常的予算は枠配分方式なので、特に備品関係、市民の方からこ

ういったものがあったらいいなというのは常々課長がお聴きになってい

らっしゃるもので、そういったものについて当初から土台に乗らない。

結局その協議がされていない。そこをやっぱり課長が救っていって、こ

ういうものが欲しいというのを挙げられたのが結構あると見ています。

ただ、それだけでいくと何のための事務事業評価なのかとなってきます

ので、この２年間でやって今後の実施計画、事務事業とのすり合わせを
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していかないと、この事業の効果がはっきりしないのではないかと思っ

ていますので、その辺の検証をきちんとして今後どうするかを見極めた

いなと思っています。 

 

河野朋子分科会長 ５６人の課長全員からという目標を立ててありますが、結

果的に４６人から出たということですか。その辺りはどのように分析さ

れていますか。 

 

河口企画課長 ５６人の課長のうち４６人から出ましたが、部の中で調整をし

てまとまったものもありますので、人数でいうと４６件から出たという

表現のほうがいいかと思います。 

 

伊場勇副分科会長 課長提案制度をすごく評価していまして、２年間の事業で

行うということですが、この評価がすごく大事だと思いますが、今意欲

が高まっているかはこれからということなんですが、入りの時点で意欲

を高めるような評価のシステム、現時点でも評価はできると思いますし、

年度末にも１度評価をし、来年度につなげるといったような評価の仕方

は、どうお考えでしょうか。 

 

河口企画課長 これだけに限らないと思いますが、進捗状況というか進行管理

も必要になってくるかなと思います。出来上がったときに結果が出てく

るものもありますし、今からこの辺が予測できるものとかがあるかもし

れません。その辺はやり方を工夫させていただきながら、進捗・進行管

理をしていきたいと思います。 

 

伊場勇副分科会長 是非、この課長提案制度のランキング付けとか表彰とかあ

れば、この制度がより目立って価値あるものになるんではないかと思い

ますので、御検討のほうよろしくお願いします。 

 

河野朋子分科会長 事業については終わり、該当ページ７０ページから８９ペ
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ージまでの間で質疑を受けます。 

 

宮本政志委員 ７７ページ、２９年度にはなかった他会計負担金とは何でしょ

うか。 

 

辻村人事課長 退職者で、水道局、病院局については、それぞれで退職されれ

ばそこで支給しますけれども、例えば水道局で退職された職員が市のほ

うで勤務期間があれば、その期間に応じた分だけ負担するという制度で、

来年度は市に在職されていらっしゃった期間のある者が病院局等であり

ますので、そちらの退職手当に対して市が応分の負担をするというお金

です。 

 

河野朋子分科会長 該当者があったということですね。 

 

髙松秀樹委員 ７３ページ、芸術顧問報酬で３００万円が挙がっているんです

が、お名前と仕事内容を教えてください。 

 

川地総合政策部長 田村洋さんです。仕事内容ですが文化会館に出られますけ

れども、市の芸術顧問という形で市の文化振興に対する助言、アドバイ

スを頂くようになっています。 

 

髙松秀樹委員 どういう助言とかアドバイスとかがあったんですか。 

 

川地総合政策部長 ３０年度はこれからですが、２９年度は文化会館で行う自

主文化事業についての内容の方向性ですとか、いろんなイベントや事業

の関係とかについて御指導を頂いています。 

 

河野朋子分科会長 文化会館に限りですか。市民館とか全ての文化に関しての

アドバイスを頂いているのでしょうか。 

 



 

22 

 

川地総合政策部長 市の芸術顧問ですから、本来であればいろんなところであ

ってもいいと思いますが、今現在は文化会館となっています。 

 

森山喜久委員 ７３ページの６、恩給及び退職年金について、遺族年金で７９

万２，０００円を教えてください。 

 

辻村人事課長 昭和３７年以前に職員がいらっしゃった方で、その方が退職さ

れその遺族の方がいらして、当時年金制度がありませんでしたので、市

が制度を設けて負担しているということで、現在１人いらっしゃいます。 

 

森山喜久委員 ７５ページ、１３節委託料で法律相談業務委託料がこのたび初

めて挙がったんではないかと思いますが、その件を教えてください。 

 

石田総務課長 １３万円で挙げていますが、これは法律的な疑義が生じた場合、

弁護士に相談をするための委託料です。今まで、前市長は弁護士でした

ので法律的な問題があるときは、当時の市長に判断を仰いだりしていま

したが、現市長は弁護士ではありませんので、法律的な疑義が生じた場

合は弁護士に相談をするための費用です。 

 

髙松秀樹委員 顧問弁護士は来年度もいないということで、相談ということは

相談料が挙がっているということですか。一般的に３０分で５，０００

円という積上げが挙がっているということですね。 

 

石田総務課長 おっしゃるとおりの積算によって計上しています。 

 

髙松秀樹委員 ２３回ぐらいまでは相談できるということなんですね。１３万

円だから、月１、２回ぐらいの相談と。顧問弁護士を置かない理由は何

ですか。 

 

石田総務課長 置かない理由は、今の市の法律的な疑義で相談をする回数とい
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うのが、言われたような状況ですので、年間を通しての顧問弁護士との

契約をするまでの必要はないかということで、スポット的な対応での委

託料としています。 

 

笹木慶之委員 ７７ページ人事管理委託料で、アレルギー検査。これはどのよ

うな方をどこで委託するのか。もう１点、ストレスチェック委託料はど

こでされるんでしょうか。 

 

辻村人事課長 アレルギー検査委託料は、職員が業務上、蜂等に刺されたとき

の蜂アレルギーのチェックするため、必要な者にさせるためのお金です。

ストレスチェックについては、おととしから法改正され制度化されまし

たが、これを職員全員対象に来年度も実施するための委託料です。 

 

笹木慶之委員 検査はどこでするんですか。チェックするのは医療機関でする

のかどうなのか。蜂の件もどんなチェックするのかを聞きたい。 

 

辻村人事課長 アレルギー検査は市民病院でします。ストレスチェックは全国

統一された様式がありますので、検査結果が出せる業者と委託契約を結

んでしているということです。 

 

笹木慶之委員 アレルギーのほうは医療機関ですればすぐ出るのでいいと思い

ますが、統一様式に基づくストレスチェックは、以前申しましたがキラ

ーストレスというのがあります。このチェックはそこまで入っているん

でしょうか。 

 

辻村人事課長 入っていません。 

 

笹木慶之委員 キラーストレスに対する市の対応はどうお考えですか。 

 

辻村人事課長 現時点で対応は取っていません。 
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河野朋子分科会長 以前も質問があった件ですが、もう少し詳しく説明があっ

たかと思いますが。 

 

笹木慶之委員 問題はせっかくストレスチェックをしているので、行き着くと

ころはそこが社会問題となっているわけで、この結果の中で反映されて

こないと意味がないんではないかと思うわけ。現実、そのような現象面

がある方おられるか分かりませんが、公務の世界は厳しい世の中になっ

ていて、そこの対応をどうされようとしているか。 

 

辻村人事課長 現時点ではそういった特殊なストレスに対する検査等をする予

定は入っていません。あることは知っていますので、対応が必要かどう

かは内部で検討はしたいと思いますが、現時点ではキラーストレスとい

われる部分での対応をする検討はしていません。 

 

笹木慶之委員 その必要性を認めておられるかどうか。必要ないんであればい

いですが、必要性があるのなら対応しないといけないんでは。 

 

辻村人事課長 市として対応する必要性があるとは認識していません。 

 

河野朋子分科会長 ストレスチェックをして、何か問題ある人は専門医に掛か

るためのチェックですよね。私もそれを見て職場として現在の職場環境

がどうなのかのチェックをするためのものだと思うので、うまく使って

対象者になりそうな人とか危険性のある人とかを早めに支え合えるよう

にするために。その傾向がどうなのかを聞きたいと思ったんですけど、

それを見てもそんなに問題がないと捉えているということですか。 

 

辻村人事課長 個人個人については市の人事当局としてどういう結果が出てい

るかを把握できない制度になっていますので、本人の申請に基づかない

と誰がストレスなのか分かりません。職場ごとにかなりの人数、必要人
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数１０人以上という制約はありますけれども、そういった中での職場ご

とでのストレス状況は把握していますので、部門が高ストレスというと

ころがありましたら、所管する部門とは話をするようになろうと思いま

す。 

 

長谷川知司委員 職員研修委託料はどのような研修か。 

 

辻村人事課長 人事評価を周知するための研修と課長提案事業における課長級

を対象として研修の予算です。 

 

髙松秀樹委員 ７９ページ、例規データベース更新委託料７８０万円。結構高

い金額ですが、どういった更新でしょうか。 

 

石田総務課長 市のホームページで例規集が見れるようになっていますが、例

規の条例改正、規則改正様々な例規集のデータベースに上がっているデ

ータを更新する、そしてインターネットで見ることができるようにする

ための業務委託料です。 

 

髙松秀樹委員 そうでしょうけど、具体的にシステムが替わるんですか。７００

万円も掛けて何が替わるのか。 

 

野村総務課法制係長 毎年度、条例や規則の改正がおよそ２００件余りありま

す。それらの改正をデータベース上で反映させるための委託料です。 

 

笹木慶之委員 ７５ページで法律相談業務委託料が１３万円と挙がってきて、

見てみるといろいろと後で法律相談が出てくるんです。それぞれの費目

で出てきています。例えば７９ページが３万円、８３ページが５１万

９，０００円。それぞれの費目で出ていますが、同じ法律相談ですか。 

 

石田総務課長 ７９ページの文書管理費にあります法律相談業務委託料は総務
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課の所管で、個人情報保護の関係と情報公開の関係で法律相談が必要と

なった場合の弁護士への相談のための委託費用として計上しています。 

 

篠原財政課長 御指摘の８３ページ上段の法律相談委託は、市民に対する無料

法律相談の弁護士に対する委託料となっています。 

 

笹木慶之委員 いわゆる法律相談業務が各費目で出てくると、ばらばらになっ

て審査ができなくなるんで、要は顧問弁護士との関係ですよね。だった

ら顧問弁護士に頼んだほうがいいんじゃないかとなりますが、そこは整

理されているんですね。各それぞれの事業がそれぞれ相談があったらし

ますというんじゃ。全体的な管理体制がどうなのかを。 

 

川地総合政策部長 予算は目的別に組んでいますので、その目的別ごとでちゃ

んと委託料は組んでいますし、この内容によっても一人の弁護士に頼む

のか、市民相談の弁護委託料については、たしか下関の弁護士協会にお

願いするんで、委託先も違いますし内容も違いますし、また目も違うと

いうことで分けています。 

 

笹木慶之委員 法律相談はもちろんそのとおりです。ほかのところについては

財政とすれば全体をまとめて、費用対効果を見ないといけないじゃない

ですか。それが合理的な方法になっているんですね。 

 

川地総合政策部長 そう判断して、今回この予算で目ごとに付けています。 

 

髙松秀樹委員 課長提案制度の２番目、市政情報発信事業に総務部って書いて

あるんで今の質問でいいのかなと。これ見ると、一つは記者会見用バッ

クボード、やっと付くんだなという気がしますが、これを付けて記者会

見をすると書いてありますが、定例会見等も今後考えられているんです

か。 
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芳司総務部長 そういった機会に使って市のイメージアップを図るということ

ですが、定例会見については現段階ではその予定はありません。 

 

髙松秀樹委員 ＣＩ戦略とありました。今から売り出していくんですよね。記

者会見を定例で行って、市長の口から市の魅力を発信したり、せっかく

の課長提案のバックボードを使っていろいろ効果が倍増してくるんじゃ

ないかなと思いますので、是非、部長御検討ください。 

 

芳司総務部長 情報量の関係もあろうかと思いますが、一つの市としての姿勢

を示す絶好の機会でもあるかと思いますので、参考にさせていただいて

市長とも相談していきたいと思います。 

 

森山喜久委員 ８１ページの委託料、システム改修とか電算機保守、ネットワ

ーク保守と似たような言葉が三つぐらい並んでいるので、それぞれ説明

をお願いします。 

 

山根情報管理課長 システム改修委託料２，４１２万８，０００円は元号改正

対応と情報セキュリティ強化のためです。電算機保守委託料はハードウ

ェアの保守委託料です。電算委託料は住所情報のデータベース更新の委

託料です。ネットワーク保守委託料は市の光ケーブルの委託料です。ネ

ットワーク改修委託料はＬＧＷＡＮといいまして、総合行政ネットワー

クが国の方針として第４次と方針が変わります。その機器保守を予定し

ています。 

 

森山喜久委員 ネットワーク改修としてＬＧＷＡＮを改修していくということ

ですか。 

 

山根情報管理課長 第４次ＬＧＷＡＮに方針が変わるので、設定変更のための

委託料です。 
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長谷川知司委員 ８５ページ、測量調査委託料、調査設計委託料、家屋調査業

務委託料がありますが、具体的に教えてください。 

 

木本管財課長 測量調査委託料１００万円は、遊休市有地売却のためです。調

査設計委託料は、３０年度の柿木田の警察職員住宅の解体実施設計に伴

うものです。家屋調査業務委託料は旧南部福祉センター解体工事に伴う

家屋調査と柿木田の解体に伴うものです。 

 

長谷川知司委員 測量調査委託料は、どこと決まっているわけではないという

ことですか。 

 

木本管財課長 そのとおりです。 

 

笹木慶之委員 基金の資料が手元にないんでお尋ねしますが、８７ページの新

山野井工業団地、津布田一丁田。この実態というか、併せてこの積立金、

どこからどう出たのか。 

 

篠原財政課長 新山野井工業団地のかんがい揚水施設維持管理基金ですが、開

発に伴ってかんがい揚水を設置したものの、その施設の維持管理経費に

充てる果実運用型基金です。８７ページに８，０００円で予算計上して

いますが、これは基金から生じる利子を積み立てるものです。津布田一

丁田地区かんがい排水施設維持管理運営基金は石炭鉱害復旧法に基づく

かんがい排水施設の維持管理に充てるための果実運用型基金でして、予

算計上している２万３，０００円はこの基金から生じた利子を積み立て

るものです。 

 

笹木慶之委員 基金の数字が手元にないので、残高を分かれば教えてください。 

 

篠原財政課長 平成３０年度末で、新山野井工業団地の基金が１，７８８万

２，０００円、津布田一丁田地区かんがい排水施設の基金が５，６８８
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万３，０００円となる見込みです。 

 

髙松秀樹委員 基金残高の一覧表って、もらっていますか。 

 

山本財政課課長補佐 委員会へ資料として１枚提出しています。 

 

河野朋子分科会長 今まではもらっていないですね。婚活支援事業委託料は従

来どおりいいということですか。何年前か、民間に委託されましたが。 

 

河田企画課課長補佐 平成２８年度から民間に委託して実施していますが、

３０年度についても同様に委託して実施をしたいと考えています。 

 

髙松秀樹委員 従来どおりといっても、新人議員もいるんで意味が分からない

のと、１００万円で何回実施するんだとかの詳細を教えてください。 

 

河田企画課課長補佐 平成２９年度に実施しています婚活支援事業の概要につ

いて御説明します。平成２９年度については婚活のセミナーを１回、婚

活のイベント（出会いのパーティー）を３回開催する予定でした。１回

目のセミナーとイベントについては、平成２９年９月１７日に開催を予

定していましたが、台風１８号の接近に伴い中止しました。内容として

は、セミナーについて、山陽小野田市のきらら交流館で婚活に必要な身

だしなみとか話し方とかの講習の講座を開催する予定でした。イベント

については、ガラス未来館でジェルキャンドル作り体験とソルポニエン

テでのスイーツビュッフェという形でパーティーを開催する予定でした。

また、同じく昨年１０月２８日土曜日に２回目の婚活イベントとして、

秋の小野田駅前ふれあい祭りと埴生のお祝い花火で散策をしていただく

という企画を実施しまして、男性が１４人、女性が６人、計２０人の参

加をいただきました。この中で、今後お友達として付き合いたいという

カップルの成立が４組ありました。今年の２月１８日には、中止になり

ましたものの代替開催で埴生の花の海で婚活セミナーがあり、男性が６



 

30 

 

人、女性が４人の計１０人に参加いただきまして、話し方講座とか婚活

イベントをいかに成功させていくかについて講習を行いました。同日、

午後から婚活イベントということで、花の海さんのいちご狩り体験を開

催し、男性が１２人、女性が１２人、計２３人の参加をいただき、さら

に軽食をとりながらのフリータイムとトークタイムを設けて交流を深め

ていただき、カップルの成立が２組ありました。平成３０年度について

も委託料を１００万円、この委託期間に婚活セミナーを１回以上、婚活

イベントを３回以上開催していただくことを条件として、公募型プロポ

ーザル方式により提案を求め、内容を審査した上で業者を決定して事業

を実施していきたいと考えています。 

 

髙松秀樹委員 具体的に１００万円が何に使われるのかという話ではないとい

うことですか。若干、いい値段だなという気がしますが。 

 

河田企画課課長補佐 参加費については実費の徴収も条件として認めています

ので、この１００万円という委託料の金額が高いか安いかというところ

ですが、これまでの状況を見ますと参加者の募集に必要なフリーペーパ

ー等の広告の経費に多く充てられたと聞いています。 

 

森山喜久委員 ８９ページの１９節負担金、補助及び交付金の転入奨励金の内

容と何件予定しているか教えてください。 

 

佐貫企画課行革推進係長 転入奨励金は今まで宇部市とかよその市に住んでお

られる方が、山陽小野田市に転入されて家を新築された、あるいは中古

の住宅を購入された場合に、固定資産税の家屋に関する部分相当額を交

付するものです。２９年度は新規で申請された方が７６件、１年目から

５年間の交付がありますので、継続して申請されている方が２５４件あ

りました。この制度が２４年１０月から始まりました。ですので２４年

度は期間が短かったので件数が少なかったんですが、実質２５年度から

丸々１年間始まりまして、６年間経過したところです。 
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長谷川知司委員 ８５ページ家屋調査業務の考え方ですけど、市有物件でそれ

を売却する場合、更地にして売るスタンスなのかそこに建物とかがあっ

たら考慮して安くして売るという方法もあるんですが、調査して解体費

となると相当な負担が出てくるんじゃないかと。更地にして売ったとし

ても余り高く売れないし、現状のままで安くして売るという考えもある

んじゃないかと思うんですけど、統一的な考え方がありますか。 

 

木本管財課長 解体する建物の周りにある家屋が、解体工事によって影響があ

るかないかを調査するものです。 

 

長谷川知司委員 現在ある建物を付けて安く売るという考えのほうが、買われ

る人にとってはそれをリフォームしてやる人もおってですから、いかが

なもんかなと。全て更地にして売るというのが行政の考え方ですか。 

 

木本管財課長 今回の２か所のうち南部福祉センターは、平成１９年度売却を

決定して以降ずっと買い手が付かない状態が続きまして、平成２８年度

市有財産活用検討委員会で解体して売ったほうがいいのではということ

で決定をいただきまして、解体するようになりました。それともう一つ

の柿木田は、底地は県有地。その上に当時の山陽町が警察の職員用住宅

で建てていますので、今回の質問にはお答えできない・・・ 

 

梅田管財課主幹 補足します。長谷川委員おっしゃられるとおり、建物が建っ

ていた場合、その建物の解体費を土地代から差し引いてその差額をもっ

て売却するという考え方もありますし、当課としても研究したことはあ

りました。ただ、国のほうもそういう対策をやっていたんですが、昨今

の森友何とかというところがそれをやって、結局解体費がそこまで掛か

っていないと。だから、市のほうが解体費で６００万円掛かるでしょう

と見積もったものを、実際に買い取った人が３００万円で壊してしまっ

た。その場合、残りの３００万円は返してもらうのかということも出て
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くるようなことも調べた中で出ていましたので、現段階では当市として

はそういった方法は考えていないのが現状です。 

 

長谷川知司委員 解体費を買われた方が安くするというのはいいと思うんです。

リフォームして活用されるというのもいいと思うんです。一概に全て更

地にして売るスタンスなのか、あるいは建物付きを安くして売るという

ことも考えられて、その建物付きの物件に買い手がないとき最後に更地

にして売るという考え方のほうがいき目が行くかなと思ったんですが、

今後それを検討材料にしていただければと思います。 

 

髙松秀樹委員 ８５ページの備品購入費５３８万５，０００円は市長車ですか。 

 

木本管財課長 市長車の更新です。 

 

髙松秀樹委員 車種、そして公用車はよくリースされているんですが、その辺

を教えてください。 

 

梅田管財課主幹 特にどこのメーカーのどういう銘柄というのを指定して購入

するつもりはありません。議長車と同等のものとイメージしています。

共用車でリースにしているものについては、大体１００万円前後のもの

が多いんですが、市長車になりますと額がかなり高くなってきます。御

存じのように、リース車というのは全損事故を起こしてしまった場合は、

当然リース代も取られますし車両代も弁償しなければならない。保険は

確かに下りるんですが、お金を払った上に物もなくなってしまうという、

高額なものについてリースはどうなんだろうという議論がありましたの

で、このたびは購入ということで予算要求させていただきました。 

 

笹木慶之委員 普通財産の処分についてお尋ねしますが、厚狭公民館の跡地の

管理というか今後の予定は何か動いていますか。 
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梅田管財課主幹 厚狭公民館の前に、今県道になっていますが、地下道の出入

口があります。実は地下道の敷地が厚狭公民館の土地と一筆になってい

て、このまま売ってしまうわけにはいかない状態です。その地下道の部

分を県のほうに、どの部分が要りますかというところを打診していまし

て、今月中にはその部分をはっきりお返事が頂けることになっています

ので、そのお返事を頂けたら分筆の計画を立て、それが終了しましたら

管財課で引き取って普通財産として売却となる予定です。 

 

笹木慶之委員 初めて聞いたんで認識不足だったかもしれませんが、郵便局と

の間は公民館との一筆だったんですか。 

 

梅田管財課主幹 公民館前の歩道部分までが一筆の敷地となっています。道路

部分は当時国道でしたので国土交通省の敷地です。 

 

笹木慶之委員 下り口のところですね。分かりました。 

 

篠原財政課長 ８７ページの基金のところなんですけど、笹木委員からの御質

問で、新山野井工業団地かんがい揚水施設維持管理基金、津布田一丁田

地区かんがい排水施設維持管理運営基金の説明の中で、誤った説明をし

ましたので訂正をさせていただきたいと思います。二つの基金について

説明の中で果実運用型基金と申し上げましたが、積立取崩型で通常の積

み立てて取り崩す運用の基金ということで訂正させてください。 

 

（資料配布） 

 

河野朋子分科会長 資料をありがとうございました。ほかに質疑はありますか。

よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは②の審査番号を終わ

りましたので、休憩したいと思います。１４時３５分から。 
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午後２時２５分 休憩 

 

午後２時３５分 再開 

 

河野朋子分科会長 それでは分科会を再開します。審査番号③に入ります。事

業番号１番について、執行部の説明をお願いいたします。 

 

石田総務課長 Ｊアラート受信機更新事業の説明をいたします。Ｊアラート（全

国瞬時警報システム）ですが、弾道ミサイル情報、津波警報、緊急地震

速報など対処に時間的余裕のない事態に関する情報を、国から送信し、

自治体のＪアラート受信機で受信、防災行政無線を自動起動し、市内４

か所にある屋外スピーカーからの音声により市民に情報を伝達するもの

です。現在の受信機は旧型であり、平成３０年度末で、現在の受信機で

はＪアラートによる緊急情報の受信ができなくなるため、新型の受信機

に更新するものです。新型受信機は受信から自動起動までの時間が大幅

に短縮するというメリットがあります。国からも平成３０年度までには

必ず導入するべきという要請も来ていますので、平成３０年度に受信機

を更新するものです。 

 

髙松秀樹委員 大幅に短縮するものということですが、具体的にどのぐらいか

らどのぐらいに変わるんですか。 

 

石田総務課長 現在の時間がどのぐらいの時間が掛かっているかというのは、

特に国のほうから示されていないんですが、処理時間が１、２秒以内に

なると通知があります。 

 

髙松秀樹委員 市内４か所にスピーカーがあるということですが、その場所を

教えてください。 
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石田総務課長 市役所本庁舎、厚狭地区複合施設、厚狭駅南口のさくら公園、

松ヶ瀬の川上会館、以上４か所です。 

 

笹木慶之委員 機能をお尋ねします。Ｊアラートの発信装置、直線で何メート

ルぐらい受信可能ですか。 

 

石田総務課長 スピーカーから発せられる音声の届く範囲で、おおむね半径

４００メートル程度ですが、気象状況、生活音、建物の防音性によって

届く範囲がもっと下がる場合があり得ます。 

 

長谷川知司委員 防災ラジオに入るようにはならないんですか。 

 

石田総務課長 現在は、Ｊアラートと防災ラジオは連動していません。 

 

長谷川知司委員 半径４００メートル以内におればいいけど、そうでない人は

防災ラジオを所持することで危険を察知できるメリットがありますが、

そういう仕組みにはできないんですか。 

 

石田総務課長 可能です。今後その仕組みをしたいということで今後検討した

いと考えております。 

 

宮本政志委員 政府が出しているＪアラートのを見てきたんですが、気象庁は

携帯電話を活用してという１本なんです。Ｊアラートはさっき１、２秒

で処理できるようなと、実証していないと思うんですけど、携帯電話と

か防災ラジオのほうが常に持っているし早いというイメージがあるので、

Ｊアラートも否定はしませんけども、携帯電話や防災ラジオの活用のほ

うが既に普及もしていますし、携帯電話は３６５日ほぼ持っていますか

ら、携帯もスマホとガラケーと、あるいは電波が入りにくいところだけ

をカバーしてやれば、費用対効果がいいものだなと思うので、防災ラジ

オもですけど携帯のほうって考えていらっしゃいますか。 
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石田総務課長 第１にはスマートフォン、携帯電話を活用した、会社によって

は緊急速報メールであったりエリアメールであったり呼び名が違います

が、Ｊアラートと同じで連携した形で緊急情報が入る状況ですので、ま

ずは肌身離さず持っていますので、第１の緊急連絡にいいツールだと考

えています。 

 

芳司総務部長 安心・安全なまちづくりということで申しますと、こういった

災害予測を含めまして、全市民に対する迅速かつ確実な情報伝達を１番

重要と考えています。現在の携帯からの緊急速報メールとか市からの防

災メールとか、不通地域に対しては防災ラジオの更なる普及を通して、

情報伝達を確実に進めたいと考えています。現在の防災ラジオではＪア

ラートと連動となっていません。Ｊアラートを受けて、いったん職員を

介してもう一度出すようになりますので、瞬時というわけにはいかない

んですけど、システムの改修によって連動させることも可能と聞いてい

ますので、今後前向きに取り組んでいきたいと考えています。 

 

笹木慶之委員 総務部長が言われたことで大変気になったんですが、メール受

信ができんところは防災ラジオと言われましたね。これは趣旨が全然違

うと思います。防災ラジオは家の中で固定でしょ。メール受信は屋外ど

こでもということですよね。だからいつでもどこでも同じ状態で確認で

きるということが、課長は第一義的と言われて、後で違った答弁をされ

たんで、その点もう１回お聞きしたい。いわゆる不感地区の問題があり

ます。第一義的には、災害においては生命・財産を自らが守るというの

が１番大事なことであって、同じ条件下で情報をキャッチできる仕組み

をきちっと作っていくということ。もちろん行政から発信することも大

事ですが、両方がうまくいって本当の安心・安全なまちになると思うん

です。市は防災メールの受信について、広めたいということをされてい

るでしょ。ところが、実際に手続に行ったらメールが受信できませんと

いう地域があって断られたという話がある。そこはどうお考えですか。 
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芳司総務部長 民間の携帯電話会社のことになりますが、そういった地域があ

るのは事実ですので、市としても会社に対して不感地域がなくなるよう

な要望を今後強くしていきたいと考えています。 

 

長谷川知司委員 ４か所の受信箇所、なぜ４か所でこの箇所なのか疑問に思う。

たまたまあったから使うということですか。 

 

石田総務課長 防災行政無線を設置したときに、まず市内の拠点施設である本

庁舎と当時の総合事務所に設置したと。その後、厚狭川の豪雨災害があ

りました。被害のひどい箇所であったさくら公園と松ヶ瀬のところに２

か所追加で設置したというのが経緯です。 

 

髙松秀樹委員 芳司部長は全市民に対するという言葉を使われました。という

ことは今４か所ですが、これを今後増やしていって、スピーカーから出

るＪアラートを多くの市民が聞ける態勢にすると思っていいですか。 

 

石田総務課長 全市民への迅速な情報伝達を市としては最優先に考えています。

屋外スピーカーは音声の伝達が４００メートル程度で、環境によって届

きづらいことがあり得るので、全市民に屋外スピーカーによって情報を

伝達するには相当な数の屋外スピーカーを付ける必要があると考えます。

そうしますとばくだいな経費が掛かります。今後は携帯電話による緊急

速報メールや防災ラジオによるＪアラート連携を積極的に進めることを

考えていて、現在のところ屋外スピーカーを更に増設することは考えて

いません。 

 

河野朋子分科会長 今回の改修、４か所で２００万円ですか。 

 

石田総務課長 国がＪアラートの電波を送ってきたものをアンテナで受けるん

ですが、市役所にある受信する機械の更新費用です。 
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河野朋子分科会長 屋外スピーカーを各所に付ける考えはないと言われました

が、屋外スピーカーとなると費用がどのぐらい掛かるか、試算されてい

ますか。 

 

石田総務課長 １基約６５０万円程度掛かります。 

 

髙松秀樹委員 その内訳が分かりますか。何が付くんですか。イメージはスピ

ーカーが４方向とか、工事費が掛かる程度なのかなと。石田課長が言う

前は１か所１００万円以内かなと思っていたんですが。システムを教え

てください。受信しますよね。本庁の恐らく総務に置いてある、新しく

買うの。そこからスピーカーまではどうやって伝達されて鳴るんですか。 

 

田尾総務課課長補佐兼危機管理室長 ３段階になります。まず今回のＪアラー

トが来て受信する機械、受信機です。それを市の防災行政無線、ＭＣＡ

と呼ばれていますけれどもこれによってスピーカーまで飛ばす。そして

スピーカーが受信して市民に情報を流すというスリーステップです。 

 

髙松秀樹委員 今の話だったら受信機とスピーカーが付くということで、無線

で飛んでいくということですね。 

 

田尾総務課課長補佐兼危機管理室長 そういうことです。 

 

笹木慶之委員 防災ラジオの件が出ましたが、１番最初のスタートのとき随分

熱を入れてされて、現在どのぐらい普及しているんですか。 

 

石田総務課長 約１，０００台少しを販売しています。 

 

笹木慶之委員 その程度ですか。１，０００世帯しか付いていないということ。 
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石田総務課長 個人で買われた方とか施設で購入とかされていますが、施設を

世帯といえば１，０００世帯を超えた程度です。 

 

田尾総務課課長補佐兼危機管理室長 補足です。まず皆さんお持ちの携帯電話

でＪアラートが入りますので、それを補足する手段としての防災ラジオ

ということですので、なかなか最初に防災ラジオというわけにはいかな

いということで、現在おおよそ１，０００台になっています。 

 

河野朋子分科会長 見積りは出ましたか。 

 

青木総務課危機管理室主任 見積りなんですが、機材とか機器費機材のほうが

約３５０万円、鉄柱とか同軸ケーブルとかの材料費が約１０万円、労務

費が１４０万円、共通費が約９０万円、トータル５９０万円、消費税を

入れて約６５０万円です。 

 

河野朋子分科会長 確認できました。ほかに質疑はないということで、１番を

行いましたが、申し訳ありませんけど３時から委員会の予定になってい

ましたので、委員会終了後分科会の続きをさせていただきます。ここで

分科会を休憩します。お疲れ様です。 

 

午後２時５３分 休憩 

 

午後３時３６分 再開 

 

河野朋子分科会長 それでは、委員会を再開します。審査番号３番の事業番号

１番のところまでやっておりましたが、質疑はよろしいですか。 

 

笹木慶之委員 防災ラジオの件です。私の自治会は全部買わせました。全戸付

けています。機能するかどうかは分かりませんが、皆入れなさいよとい

うことでやっています。最初は防災ラジオのことについて熱心にやって
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おられたが、途中で中だるみしているというか、これは、将来機能して

ほしいわけでしょ。ということになれば、もっと活用をしっかりやって

いただきたいなと思います。さっき長谷川委員からあったように、Ｊア

ラートとの兼ね合いをきちんとすれば、利用度が増してくると思うんで

すよ。私はさっき言いましたように、安全・安心の原点は、自らの生命・

財産は自ら守るということが一番先であって、その意識がきちんとない

と、例えば消防も機能してこないと思う。そしてお互いが共助で助け合

う。もちろん公助もあるという、この三つから攻めていかないと、やは

り安全・安心なまちは難しいと思う。となれば、当然必然的に、今言っ

た、市がこうしてほしいというものについては、もっとアピールして、

その三つがうまくいって、更にその三つが増してくるというか、その対

策がほしいと思うんですが、総務部長、いかがですか。 

 

芳司総務部長 議員が言われたとおり、自助、共助、公助は非常に重要なこと

と思っております。そういった意味で私どもとしても自主防災組織であ

るとか、セーフティネットワークですとか、こういったところとも十分

連携しながら、平常時の防災・防犯意識の高揚にも力を入れているとこ

ろです。それからもう一つ、情報伝達ということで申しまして、防災ラ

ジオ、防災メール等を申し上げたんですが、防災ラジオに関しましては、

たしか当初の目標が各自治会に最低１台、全自治会にということで自治

会に関しては１００％。個人に関しては１０世帯に１台という目標をた

しか掲げてスタートした状況でございます。ただ、今御指摘がありまし

たように、その普及が十分ではないということも十分承知しております

ので、改めて、この重要性といいますか、これを非常に私どもも感じて

おりますので、今後、その辺りの普及については更に力を入れていきた

いと考えております。 

 

髙松秀樹委員 学校にトランペットスピーカーがありますが、あれに受信する

ような自動起動機を付ければ鳴るんですか。 
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青木総務課危機管理室主任 技術的には可能です。 

 

髙松秀樹委員 その自動起動機は幾らですか。 

 

青木総務課危機管理室主任 自動起動装置を学校に付けなくても、自動起動は

こちらのほうで付けて、受信機ですね。学校のほうに受信機等を付けて

鳴らす。何種類かＭＣＡの無線を使うとか種類があるんですが、まだそ

こは検討段階というか、研究中です。 

 

髙松秀樹委員 技術的に考えると可能だと思うんです。学校にはどこにも放送

卓があり、放送卓からスピーカーにつながっていますよね。放送卓のと

ころに起動機を付ければ、全学校が瞬時にそこからＪアラートが鳴ると

いう仕組みができるのかなと思っていますので、それを是非研究してい

ただいて、そうなれば恐らく金額的にも安い金額で、芳司部長の言う、

全市民にというのに近づけるのかなという気がします。分かれば、また

今度教えてください。 

 

河野朋子分科会長 よろしいですか。審査事業の１番については終わりたいと

思います。続いて６番について説明をお願いします。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 文化・スポーツ政策室の舩林です。審査対象事

業６番市民館改修事業について説明をします。予算審査資料の１７から

２１ページ、市民館・小野田公民館については、平成２８年度に実施し

た耐震診断により耐震補強が必要と判定されています。そこで、利用者

の安全を確保し、併せて利用者の方の利便性の向上を図るとともに施設

の長寿命化を図るため、耐震改修工事及び施設改修工事を実施するもの

です。平成２９年度には耐震改修工事などの実施設計を行いました。平

成３０年度から３か年計画の工事予定です。平成３０年度の予定工事は、

文化ホール耐震改修工事、吊天井耐震化工事、エレベーター設置工事な

どです。また、翌年度（平成３１年度）は体育ホールの耐震改修工事な



 

42 

 

ど、平成３２年度には屋根の防水工事などを計画しています。平成３０

年度予算額としましては、予算書の１１２から１１３ページになります

が、２款総務費、１項総務管理費、３０目市民館改修事業費において、

工事請負費として２億９，７２２万８，０００円、工事監理委託料

１，４０８万５，０００円、設計委託料７３４万９，０００円、そのほ

か時間外手当、修繕料など、事業費合計で３億２，１０２万６，０００

円を計上しています。事業の概要とスケジュールについて、資料の１９

から２１ページ、全体としては、平成３０年度、３１年度の２か年で建

物全体の耐震改修を行い、利用者の安全を確保し、併せて利便性の向上

やバリアフリー化、老朽化対策のための設備改修などの改修工事を実施

する計画です。平成３０年度実施予定の工事は、２１ページに記載して

いますが、耐震改修工事については、南面に鉄骨ブレース補強、北面に

大きなアウトフレーム補強、その他文化ホールの内部や屋上部に補強材

などを用いて耐震性能を保つための補強工事を行います。エレベーター

については、正面玄関の向かって右側に、定員１１名のエレベーターを

新設する計画です。そのほか、体育ホールの扉改修や床補修工事なども

予定しています。これらの事業を円滑に、滞りなく実施し、市民館利用

者の安全性確保、また利便性の向上を図り、今後も長く使用され、愛さ

れる市民館にしてまいりたいと思っています。なお、工事期間中は、資

料にありますとおり、市民館を休館する期間が必要となってまいります。

休館中の各種行事の代替対応については、なるべく利用者の御負担が少

なくなるように努めているところです。市民館の貸館行事については、

文化ホールや体育ホールを使用する大きな催物で、他の施設に調整を図

ってほしいと依頼があった件については、その都度、施設に問い合わせ、

施設の空き状況を確認したりしながら調整を図っています。また、日々

の活動で利用される団体については、利用形態や利用人数に応じた施設

の紹介や、利用したい曜日の空き状況の確認等を行っているところです。

小野田公民館の教室や各種サークルなどは、できるだけ近隣の公民館や

施設などに受け入れていただくことで調整が進んでおり、３月現在では

２３のクラブは全て調整が終了したと聞いています。とはいえ、利用者



 

43 

 

に全く御不便をお掛けしないというわけではありませんので、今後もで

きる限り丁寧な対応を心掛け、利用者に配慮した対応に努めてまいりま

す。以上で市民館改修事業の説明を終わります。 

 

河野朋子分科会長 説明が終わりましたので、質疑を受けたいと思います。 

 

笹木慶之委員 最後の部分で説明がありましたが、一番大事なのは市民にでき

るだけ不便を掛けないということなんですよね。一生懸命その調整をし

ておられると思うんですが、どうしても気掛かりはそこに残ってくると

いうことです。その前に、例の工期の問題であるとか、工事の手法であ

るとかということは、いろいろありましたが、それはそれとして、取り

あえず４月から入るわけですから、休館が４月から入りますよね。目前

に控えて、利用者は全て調整が済んだと理解していいんですか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 窓口に今の時点で調整を依頼してこられるとか

いうことはほとんどない状態になっています。たまに市内の業者さんで

はなくて、県外であるとか、そういったところからのお問合せがあるこ

とはありますが、それは申し訳ないということで対応させていただいて

おります。現在は、ほぼ調整をしてほしいということはないような状況

になっています。 

 

笹木慶之委員 しつこいようですが、もう一度お尋ねします。新しく市外から、

あるいは新しくお願いされるのは別として、毎年年間行事として、して

おられた大きなイベント、体育館を利用してとか、あったと思うんです

よ。どうしても体育館のようなスペースが要るというような行事も、私

も数件知っていますが、それらは全て一応収まったと理解していいんで

すね。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 資料の２１ページに少し数字を挙げていますが、

市民館の貸館行事で調整中１件というのがあります。体育ホールをお使
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いになる行事なんですが、どこでいつやるかが固まっていない状況で、

調整を図っているところです。公民館クラブの調整中１件というのは、

既に調整が済んでいますので、これは２月現在ですので、終わっていま

す。この１件は私も非常に気にしていて、調整を進めているところです。

ほかには大きな行事で調整してほしいということは聞いていません。 

 

長谷川知司委員 工事そのものはこのように決まっていますので言いませんが、

歴史民俗資料館はとてもいろんなイベントとかされていますし、その人

たちのそこに行くアプローチ、あるいは駐車スペースなどはきちんと確

保されているのかどうか。同じように図書館への影響はないのか。市民

体育館への影響はないのかをお聞きします。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 駐車場については歴史民俗資料館、図書館に近

いほうの約半分は確保したいと考えています。ただ、文化ホールに入る

入り口の玄関のところはどうしても、そこから２階に資材を上げる必要

があるということで、一部壁をこしらえて、バリケードをこしらえて、

立入禁止のような状況になりますので、図書館、歴史民俗資料館に行く

場合は、う回路を作って、入っていただくようなことを考えて、検討し

ているところです。 

 

長谷川知司委員 できるだけ市民への影響を少なくするように分かりやすい表

示、安全対策をきちんとしていただければと要望しておきます。 

 

髙松秀樹委員 文化ホールの客席が狭かったんですが、これは改良されるのか。

されるんだったら、席数が減るとか、その辺の数量を教えていただけま

すか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 文化ホールの客席数は現在５３２席あります。

今、市民館の椅子は幅が４５センチメートルのものが付いていますが、

これを４９センチの幅のものに差し替えて、更新をする計画にしており
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ます。中ほどに通路を設けて、入り口から奥に行けるような道も作りま

すので、席数は５３２席から４４１席に減少する計画にしています。 

 

髙松秀樹委員 文化ホールの照明、音響設備はそのまま使われるんですか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 基本的にはそのまま使います。ですが文化ホー

ルの客席の天井部分は吊天井改修工事によって全て落としますので、新

たな天井を付けて、客席の照明は新しくなります。 

 

髙松秀樹委員 エレベーターの話もそうですし、席数の話もそうなんですけど、

金額を見ると大規模改修工事みたいな感じになりますよね。先ほどシテ

ィセールスのところで出てきたんですけど、ＣＩというのがあったんで

す。ＣＩ戦略というのが何の略だったか忘れましたが、新しいものを作

るので、そういうＣＩ戦略が組み込まれていくのかどうなのか。シティ

セールスの中で説明もあったように、シティプロモーションと、内向き

なものだというのがあるんですけど、例えばガラス文化を発信したいと

いうのが来年度以降、市の考え方だと思うんですが、そういうものを展

示するスペースだとか、今までと一風変わったＣＩ戦略というのがある

のかなと思うんですが、いかがですか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 ＣＩ戦略ということを私、存じ上げておりませ

んので、お答えしづらいところなんですが、情報の発信に関しては、で

きる限りのことをやっていきますし、ガラスの展示スペースをとおっし

ゃった件につきましては、設計が上がってきてみないと分かりませんの

で、そこから協議をさせていただくということになろうかなと思ってお

ります。 

 

髙松秀樹委員 コーポレート・アイデンティティーですよね。先ほど審査した

んですよ。ＣＩ戦略という企業が使う言葉を行政が使うというので、非

常に新しいなという気がしたので、せっかく新しくなる市民館も、どう
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いう戦略かを聞き取りしていただいて、市民館の中にもＣＩというのを

入れていただいたらなというふうに思います。これは私自身の考えです

ので、是非勉強なさってください。 

 

河野朋子分科会長 意見ということでいいですね。３年間も市民の利用に影響

があるんですけど、結局、出来上がったときに、市民にとって、３年間

も待ったけど良かったなみたいな、そういった外観が新しいものに変わ

ってほしいと思うんですけど、その辺り大丈夫ですよね。外観というか、

とにかく３年間我慢して、新しくなって、使いやすくなってというよう

なものにしてほしいんですけど、その辺りについてはどうですか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 私も全く同じ考えで、できるだけそう思ってい

ただけるように努力をしていきたいと思っていますし、現状で申します

と、ロビーに入ったところ、まず、その前に玄関前にエレベーターが設

置されますので、２階に上がられていたお客様、つまずきやすい階段を

上がって荷物を運んでおられたお客様にとっては非常に良くなるのでは

ないかと思っています。入ってすぐのロビーの天井も、あれはつり天井

に該当しておりますので、あれも全て落として、今黒い天井になってい

ますが、白っぽい天井にして、照明設備も付け替えるように考えており

ます。それから体育ホール側の入り口のガラスの入り口も全て新設する

ことになっています。それからそこに自動ドアも付くようになっていま

す。そういう感じになりますので、きれいになったねと言っていただけ

るのではないかと私も期待しております。 

 

長谷川知司委員 トイレは和式が多いですが、このたびの改修で洋式を多くし

ていただくということで検討されていますか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 トイレについては平成３１年度に改修を考えて

おります。今の計画では洋式トイレを９個増設したいと考えています。 
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笹木慶之委員 職員が勤務していますが、あなた方は４月以降どこで勤務され

るんですか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 ４月以降は市民体育館の事務所の横に一つ部屋

がありまして、そちらに移転するようにしています。 

 

笹木慶之委員 市民への対応はそこでするということですね。分かりました。 

 

伊場勇副分科会長 ３年間使えなくなって、いざ使えるときに、イメージがこ

んなものかと本当に思われると、せっかく改修工事をしたのに、それ以

上の効果を望めないというふうに思います。例えば入り口とか、すごく

暗いですし、入りにくいと僕は感じています。そう感じている方もいら

っしゃると思いますが、新しくなる、白い壁になったり、照明も変わっ

たりすると言ったんですけど、そのイメージ図は今あるんでしょうか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 イメージ図は今のところありません。照明もそ

うですけど、平成３１年度には文化ホール側の玄関ドアも改修しますの

で、かなり違ったイメージ、きれいなイメージになるのではないかと思

っています。 

 

伊場勇副分科会長 設計したときの完成図をしっかり吟味して、そこでしっか

り検討して、いい物ができるように考えていかなければいけないと思い

ます。照明の話にもなるんですが、入り口のところももっと明るい色の

照明とかがあれば、いろんな方が使われるので、安全面とかも考えて、

入りやすい、来やすい施設になるのではないかと思います。例えばＬＥ

Ｄライトの変更だとか、そういうところはお考えありますか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 照明設備の詳細についてはこれから検討してい

くようになると思いますが、おっしゃったことは十分に検討していきた

いと思います。 
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宮本政志委員 ３年間市民の方に不便な思いをさせてしまうので、工事が延び

たら困るので、それでちょっと支出内訳のところで、恐らく設計委託料

が３１年度にもうないですから、現場の工事の進捗状況をきちんと監理

していくのが、一番上の監理委託料の監理という漢字を見ると、監理す

る、監督するという意味合いにも取れるし、いやいや、それは一番下の

工事請負費が出ているんだから、実際、請け負って施工する業者が現場

の進捗状況を監理するんですよと、どっちとも取れるので、どこがしっ

かり日々の工事が予定どおり進んでいるかということを監理、監督して、

遅れないようにするというのは、これはどっちですか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 一番上の監理委託料の中で、工事とは別に発注

をしたいと思っています。 

 

河野朋子分科会長 では、次の審査事業の７番にいきたいと思いますので、説

明をお願いします。 

 

川﨑スポーツ振興課長兼文化・スポーツ政策室主幹 審査対象事業の７レノフ

ァ山口との連携・支援事業について説明いたします。審査資料の２３ペ

ージ、事業概要ですが、公共施設等に横断幕やのぼりを設置し、レノフ

ァ山口を応援する機運の醸成を図ります。また、県立おのだサッカー交

流公園の天然芝コートにＶＴＲ撮影用架台を設置し、レノファ山口の練

習風景を市のホームページに掲載するなど市のＰＲを図り、交流人口の

拡大に努めます。資料の２５ページ、平成３０年度の具体的な内容とし

まして、消耗品費７５万円を計上し、のぼり、ポール、台１００セット

を公共施設等へ設置するとともに、横断幕や立て看板を公民館などに設

置したいと考えています。また、工事請負費８４万２，０００円を計上

し、県立おのだサッカー交流公園サッカー場観客スタンドに、市のホー

ムページにアップするための撮影用架台を設置したいと考えています。

以上、御審議のほどよろしくお願いします。 
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河野朋子分科会長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 

 

長谷川知司委員 市で検討する、あるいはレノファと一緒になってやる、レノ

ファにお願いするなどいろんなやり方があると思います。クラブハウス

の前にエンブレムを設置するのもいいと思います。いろんな形でレノフ

ァと一緒にやると考えていいですか。 

 

川﨑スポーツ振興課長兼文化・スポーツ政策室主幹 市から、また県の施設と

して管理をしています指定管理者である運営協会、それからレノファと

の協議をしながらレノファが設置するとかも含めて検討したいと思いま

す。エンブレムはどのぐらい掛かるのか１回検討し確認したところ、う

ん十万円掛かるということでしたので、費用を含めて検討していきたい

と思います。 

 

髙松秀樹委員 資料で出ているレノファに会えるまち山陽小野田市って会議所

にある看板だと思いますが、これはサンプルで付けているということで

これに支出したということではないですよね。山陽小野田市の方針なん

でレノファを応援しましょうということでいいんですが、のぼりは公共

がやることなのかと。否定するわけではないんですが、恐らく受け皿が

ないんで公共がやろうということになったと思いますが、そういう思い

に関しての答えと、もう一つはのぼりを１００本買われて、これは消耗

品です。何年ぐらい使いどこに設置予定なのか。 

 

川﨑スポーツ振興課長兼文化・スポーツ政策室主幹 このキャッチフレーズに

ついては、もともとの出発がレノファを応援するためのうちわがありま

して、山陽小野田市のうちわの中にこの言葉が入っていました。これを

両商工会議所が商工センターの前に懸垂幕を掲示しておられます。山陽

小野田市としても、レノファに会えるまち山陽小野田市というのを前面

に押し出しながら、レノファとの一体感の醸成とか交流人口の増加を進
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めていきたいと思っています。官民力を合わせながら一つの目標に向か

っていく中で言うと、これをキャッチフレーズとして進めていければと

思っています。のぼり１００本については、以前自治会連合会から寄附

で１００本ほど頂いて、レノファを応援しましょうということでののぼ

りが市議会事務局の前にもあろうかと思いますが、パートナーズクラブ

が作成していますが、こののぼりを１００本についても市内に配布させ

ていただいて設置をお願いしました。できるだけ目の付くところで屋根

付きのところに設置してくださいとお願いしたところです。それぞれ確

認をしていないのでどこに設置されたか分かりませんけれども、例えば

事務所の守衛のところに設置をされたりというところもあるでしょうし、

人の通行の多いところに設置されたりされていると思いますが、外に設

置すると二、三箇月ぐらいでかなり色が落ちたりすると思いますので、

できれば１年ぐらい長持ちするところに設置してもらいたいと思いまし

て、この設置場所については配布と同時にお願いをしていきたいと思い

ます。 

 

髙松秀樹委員 事務局の前に付けているという話なんですが、１００本ではほ

ぼ目につかないですね。例えば３，０００本ならいろんなところにある

気がするんですけど、のぼり１００本を購入されるんであれば、いろん

な人が見に来られます、市外の人も。高速使って来られる方もいらっし

ゃると思うし、国道使って来られるなど。皆さんサッカー交流公園へ行

かれるんです。ということはサッカー交流公園の道路沿いにずっと目印

のように付けるとかすると、市民も「今日は練習のある日だな」とか「来

られる日だな」とか分かるし、何よりも派手さがあるなと思います。の

ぼりについては付け方をきちんとしてもらいたいのと、公共がやること

だと思いませんので、受け皿を今後どうしていくのかを行政主導でやる

必要があるのかなと思います。それを考えると白井前市長の時代にパー

トナーズクラブってありましたが、今はどうなっているんですか。 

 

川﨑スポーツ振興課長兼文化・スポーツ政策室主幹 昨年の１１月に総会をし
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まして解散しました。何のための解散かというと、所期の目的を達成し

て発展的解消ということから一旦パートナーズクラブを解散したところ

です。今後は目的を明確にしながら新たな組織を設立するか検討してい

きたいと思います。 

 

髙松秀樹委員 小野田商工会議所でも委員会を作っています。そこと情報交換

しながらきちんとした市民レベルの受け皿を作って、市民が応援すると

いう体制を引っ張っていくリーダー役をしていただきたいなと思います。 

 

川﨑スポーツ振興課長兼文化・スポーツ政策室主幹 市が率先してやるかとい

うと、市民の方と一緒になってやっていきたいと思います。まずはきっ

かけづくりの中で行政としては、皆さんへの火付け役として頑張ってい

きたいと思っています。 

 

笹木慶之委員 レノファとの連携支援事業の目的は何ですか。 

 

川﨑スポーツ振興課長兼文化・スポーツ政策室主幹 プロサッカースポーツで

あるレノファが山陽小野田市を練習拠点としています。その特異性を活

かしながらプロスポーツに触れ合っていただくということからのまちづ

くりです。一体感の醸成とか交流人口の増加とかを推進しながらまちづ

くりに生かしていきたいと思っています。 

 

笹木慶之委員 もう一つ足りないと思います。政府が進めているのがスポーツ

ツーリズムとインバウンド観光です。いわゆるスポーツと観光を結びつ

ける、スポーツをすること、見ることによって、それを見たい人が来る、

そのまちが栄えるということにならないと意味がないと思います。計画

は３年目ぐらいで動いていますが、その姿がなかなか見えてこない。目

的を絞り込んでいくべき時期に来ているんじゃないかと思うんです。国

の情報を見てみると、スポーツツーリズム推進連絡協議会が設置されて、

翌年推進基本方針が策定されたとあります。現在は、日本スポーツツー
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リズム推進機構となって、彼らは何をしているかというと２０１９年の

ラグビーワールドカップ、２０２０年がオリンピック・パラリンピック、

２０２２年は関西でワールドマスターズゲームが行われる。そして２０

２６年が名古屋のアジア大会。これに向けて国外の皆さんに日本に来て

もらってその良さを、ということでインバウンド観光なんです。交流交

流と言われますけど、交流したら何が起こるかというところが私はちょ

っと欠けているんではないかと思っています。言わせてもらえば、旅行

業と観光業の関係者とまちを売り込む対策を取っていくとか、スポーツ

用品の関係とかアパレルとか健康産業の民間企業等を巻き込んだものと

か、次に発展しないとやっても意味がないと思います。もう一点は、地

元のそういう選手を育てるというか、例えば地元の高校が３校に強くな

ってもらう手法を採ってもらうとか、もちろんレノファとの交流はいろ

んな意味で支援することも大いに結構なんですが、そこには次のまちづ

くりの発展につながる何かを持っていかないと、次の段階に進んでこな

いんでは。 

 

川﨑スポーツ振興課長兼文化・スポーツ政策室主幹 レノファの活用について

は、ホームタウンとなって進めているところです。市役所の中にもスポ

ーツ及び健康増進に関する包括連携協議など関係各課に集まってもらっ

て、お話を進めたりレノファの支援をする会議で関係各課に集まってい

ただきながら御意見をお伺いしたりなどを進めながら、今後さらにスポ

ーツ観光でこのレノファを活用したまちづくりが進むように、新組織が

４月にスタートしますので、その中でも十分協議をしながら進めていけ

ればと思います。 

 

笹木慶之委員 もうその時期に来ていると思います。のぼりを立てるのもその

一つの手法かもしれませんが、もっと前に進んでいく対応をされるほう

が、市長も第二次総合計画は２年が勝負と言っておられるから、その初

年度になりますから、副市長もおられるんでしっかり取り組んでいただ

きたいと思います。 
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森山喜久委員 のぼりの活用ですが、レノファが練習するときに有帆大橋にの

ぼりを付ける、そのままグラウンドに向かってのぼりを付けるようにし

たら、市民も職員も議員も、今日はレノファが来るんだというようにや

っていけるんではという話をしていました。交通規制もあるから一概に

は言えないかもしれませんが、のぼりの出し入れとかにサポーターの

方々の協力を得るなどの検討をしてもらいたいし、山陽小野田市のほか

のまちに対してここがすごいんだよということでは、高校サッカーフェ

スティバルを３月に行ってらっしゃって、強豪校が来るのですごいよね、

何で山陽小野田に来るんだというのを自分の子供にも言われました。サ

ッカーを醸成していくということで、良い資源があるんだからうまく調

理していって、発信していってもらいたいと思います。 

 

伊場勇副分科会長 活動指標でトレーニングマッチ来場者数という指標は的を

射ているなと感じました。平成２９年度トレーニングマッチは２試合さ

れたかと思いますが、今後増える予定はあるのか、こちらから要望がで

きるのか、天然芝には何人入れるのか。 

 

川﨑スポーツ振興課長兼文化・スポーツ政策室主幹 ７月２日、３０日でＪク

ラブとトレーニングマッチをしました。平成３０年度は、既にシーズン

始まってから地元の大学生と２試合ほど練習試合を行っています。この

月曜日昼からギラヴァンツ北九州とも練習試合を行っています。相手チ

ームとの調整もありますが、プロの戦術を他のチームが偵察に来ること

もあるためこの告知がなかなかできない。この月曜日の練習試合の告知

は先週の金曜日午後５時以降にレノファのホームページにアップされる

というタイミングなんです。チームには、どうにか告知を１か月から３

週間前ぐらいにはできるトレーニングマッチを年間数試合組んでもらえ

ないかなとお話をさせていただいています。これには県立サッカー場が

レノファの練習拠点ではありますが一般開放もしているということから、

日曜日にタイミングが合わないと会場が使えないことがありますので、
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平成３０年度は二、三試合確保していけるよう調整をしています。観客

数が天然芝の周りののり面のところが、個席はありませんが４，０００

人収容となっています。後はベンチの後ろのほうで海側がなかなか見づ

らいということがあるかもしれませんが、３方向ということであれば４

分の３で３，０００人近く入るのかなと思います。しかし、そこまで入

ると駐車場の問題がありますんでどうなのかなというのはありますが、

できるだけトレーニングマッチを早く告知して市内に来てもらうという

ことをやっていきたいと思います。 

 

伊場勇副分科会長 会場に４，０００人入れば選手たちもこの山陽小野田市が

しっかり応援してくれているんだという実感も湧くと思いますし、髙松

委員からもありましたが選手たちが山陽小野田市に来て練習もするけれ

ども、トレーニングマッチのときはしっかり応援してくれる、迎え入れ

てくれるという態勢づくりは庁内でしっかり議論していかなければいけ

ないと思います。トレーニングマッチについての告知の問題は初めて分

かったので、ここをしっかりクリアして来たい人にきちんと届くシステ

ムなりやり方というのは、何とか考えればできるんじゃないかと思いま

すし、そこをもしクリアできたらもっとたくさんの人が来れますし、も

っと選手たちも意識が高まっていいプレーもできますし、そこで一つの

イベントとして、事業として山陽小野田市に居続けられる一つの交流人

口の拠点として、第二次総合計画の要としても居続けていけるんではな

いかなと思います。今の指標は多くするべきだなと感じます。 

 

河野朋子分科会長 ここのところでなければ、次の事業に移ります。８番の事

業について。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 審査対象番号８番、キャンプ誘致推進補助事業

について説明させていただきます。予算審査資料は２７から２９ページ

です。現在、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、

「日本パラサイクリング連盟」が、本市の山陽オートレース場で定期的
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に代表チーム合宿を行っております。これまでは合宿に来られた機会を

活用させていただいて、パートナーシップ事業として市民交流事業を行

っていましたが、今後は合宿そのものを市として本格的に誘致し、その

中で市民交流なども継続的に行っていただこうと考えております。キャ

ンプ誘致の目的としましては、本市に「ナショナルチーム」のキャンプ

を誘致し、それによりスポーツ機運の醸成やスポーツ振興、地域活性化

や情報発信などを図るものです。予算については、２款総務費、１項総

務管理費、２６目スポーツ振興費、１９節負担金、補助及び交付金のキ

ャンプ誘致推進事業補助金１５０万円です。なお、参考資料として、平

成２９年度のパラサイクリングの合宿や関係事業についての資料を付け

ております。昨年度は、当初３回の合宿の予定でしたが、急きょ１月に

も１２日間の長期キャンプが行われました。その中で合計９回の市民交

流事業を実施し、パラサイクリングの認知度向上や障がい者スポーツの

理解・促進、スポーツ機運の醸成などを行ってまいりました。平成３０

年度はさらに積極的にキャンプ誘致に取り組むことで、一層の機運醸成

や、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、市民の盛

り上がりも交流事業などにより図ってまいりたいと考えています。以上

でキャンプ誘致推進補助事業の説明を終わります。 

 

宮本政志委員 予算書の１０９ページ、２９年度山口世界大会等キャンプ地誘

致活動負担金５０万円が、ここはキャンプ誘致推進事業補助金１５０万

円になっています。この違いを教えてください。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 ５０万円のほうは、山口県が県内のキャンプ誘

致に手を挙げている市町から負担金を集めて、県で一括してＤＶＤであ

るとかＰＲ宣伝物を作成したものです。今年に関してはパラサイクリン

グ競技の日本ナショナルチームに絞って誘致するということにしますの

で、県の事業に対しては手を降ろすことにして、１５０万円のほうに持

ってきています。ですから、昨年の５０万円は県にお支払いする負担金

です。 
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森山喜久委員 日本パラサイクリング連盟に補助金を出していくということで

すか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 想定としては、パラサイクリング連盟の合宿を

考えています。合宿に来られた際に補助金の申請をしていただいて、要

綱に合致すれば補助金を支出することになろうかと思います。 

 

森山喜久委員 交付要綱を特別に今から設置する、若しくはある状況ですか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 補助金交付要綱については現在検討中で、４月

には策定をしたいと考えています。 

 

長谷川知司委員 パラサイクリングの宿泊はどこでされているのか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 現在の合宿はオートの選手の宿舎を活用してい

ます。食事もそこでしています。 

 

長谷川知司委員 ユニバーサルということで障害者の方でも自由に使えるよう

になっていますか。あるいは支障があれば対応しなければいけないのか

なと思いますが。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 これまでの合宿においては特段問題があったと

いうことはありません。トイレも１か所ですが洋式トイレがあり主にそ

ちらを使っておられます。障害者の方ですが、我々健常者と遜色なく歩

かれますし階段も上り下りされますので今のところ問題は起こっていま

せん。 

 

笹木慶之委員 課長提案事業の中の５番目に、オートレース宿舎内のトイレの

整備事業が挙がっています。この説明は日本パラサイクリング連盟選手
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の練習合宿時や障害をお持ちのアスリートの方にうんぬんということで、

オートレース宿舎内のトイレを整備しますというのが３０年度に挙がっ

ていますが、認識不足ではないですか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 これは公営競技事務所からお聞きしています。

現在のところ問題はないと思っていましたが、これから先に本格的にキ

ャンプを誘致するに当たっては、もしかしたら車椅子の選手が来られる

可能性もありますので、それに対応できるような設備を整えたいと公営

競技事務所が言ってくださっています。 

 

河野朋子分科会長 ８番を終えまして、審査事業９番文化によるまちづくり。

かるたのところです。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 審査対象事業９番、かるたによるまちづくり推

進事業について説明をいたします。予算審査資料は３１から３２ページ

を御覧ください。本市では昭和４０年代後半から５０年代にかけ、競技

かるたにおいて２人のクイーンを輩出するなど、「かるたのまち」として

全国的に有名でした。本事業は競技かるたの普及活動を展開し、「かるた

のまち山陽小野田」の復活を図るものです。予算については、２款総務

費、１項総務管理費、２２目文化振興費、１１節消耗品費が３７万

４，０００円、１３節委託料１８万円を計上しています。かるた振興の

推進体制については、（仮称）かるた競技振興協議会をかるたの関係者で

立ち上げる予定としていて、来年度は特にかるたの普及推進を行ってま

いります。具体的には競技用かるたの子ども用入門セットを各学校に配

布して、小さい頃から楽しみながらかるたや短歌、俳句の世界を知って

もらう事業や、地域でのかるた教室を開催し、市民へのかるた普及活動

を考えています。なお、２年目の平成３１年度にはかるた講演会の開催、

３年目には市内でのかるた大会の実施を計画していて、今後とも「かる

たのまち山陽小野田」の復活と定着を図ってまいりたいと考えています。

以上で、かるたによるまちづくり推進事業の説明を終わります。 
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長谷川知司委員 ４０年以上前にたしかかるたで有名になりました。あのとき

は竜王中学校に小林先生という方がいらっしゃって、かるたを指導され

たと聞いています。その方たちが女王となって結構有名になった。その

ように指導者が大事なんです。かるたを配ることも大事ですけど、それ

を子供たちに教える指導者の育成については、どういう対応を考えてい

ますか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 かるた協議振興協議会の前段となる会議を今年

度、かるた関係者である両クイーンの方、かるた協会の方、及び小野田

高校のかるた部の先生と協議をしていまして、指導者の育成も必要です

ねという話は聞いています。協議会を立ち上げて今後どういう事業をし

ていきたい、どういったことが本市のかるた振興に一番いいのかを話合

いながら事業を進めていきたいと思っています。 

 

長谷川知司委員 今聞いたところでは具体的な策が余りないみたいですので、

是非指導者育成を重点的に考えて皆様方でやっていただければと思いま

す。指導者がいれば子供たちは育っていきますので、スポ少という形で

も一緒ですけど、指導者次第だと考えを持っていますので検討ください。 

 

髙松秀樹委員 小野田高校のかるた部が活躍されていますが、一緒になって何

かやるとか考えられていますか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 決定ではないですが、かるた教室に小野田高校

の生徒さんにも入ってもらいたいと考えていますし、小野田高校の先生

と協議をしています。 

 

髙松秀樹委員 是非頑張ってやってもらいたいと思いますが、恐らく普通のや

り方では非常に難しいだろうなと。そこでシティプロモーションなりシ

ティセールスなりが生きてくるのかなと思っています。昔は、かるたの
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まち小野田だったんですけど、指導者が二人、女性の方がいらっしゃい

ます。この方たちも含めて一生懸命されている方がたくさんいらっしゃ

ると思います。小野田高校の生徒が高千帆中学校の童謡教室に教えに来

たりしているんです。そうやってバラバラになっている状況なので、是

非１本にまとめていただいて、市民から見ても分かりやすい形、山陽小

野田市は文化の面ではかるたをやっているんだなと認知ができるように

なれば、非常に成功に近くなるのかなと思います。 

 

伊場勇副分科会長 支出の内訳の中に消耗品費がありますが、かるた代ですか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 競技かるた入門用セットを、小学校全クラスの

３２４クラス掛ける１，０００円で３２万４，０００円とその他の消耗

品が多少掛かろうかということで３７万４，０００円を計上しています。 

 

伊場勇副分科会長 小学生たちにはかるたをやってもらおうという思いからで

しょうか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 かるた協議振興協議会の前段の会議の中で話が

出まして、かるた普及には小学生の頃からかるたに親しんでいただくの

が１番いいだろうということで小学校に配りたいという思いから、この

予算になっています。 

 

伊場勇副分科会長 とてもすばらしいことだと思います。映画でも「ちはやふ

る」というのがとてもはやりましたし、いろんなものをしっかりコラボ

レーションして子供の頃から親しんでもらって、かるたクイーンを必ず

出せる組織づくりをと思っています。 

 

長谷川知司委員 竜王中学校では学校を挙げてかるたを推奨して子供たちにか

るたを競って覚えるような雰囲気になっています。校長先生を含めて皆

さんが一緒になって、かるたで竜王中学校のブランド化をしようとして
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いい雰囲気になっています。かるたを配るだけではなく、先生方にかる

たを理解してもらってかるたを指導できるようにならないかなと思いま

すので、教育委員会にも伝えてください。 

 

姫井文化・スポーツ振興部長 連絡協議会の中で、久保永世クイーンと今村元

クイーンと県の会長でもある山陽小野田かるた協会の会長、そのほか小

野田高校の顧問の先生やかるた部の皆さんもいいかなと思いますし、長

谷川委員がおっしゃったように教育委員会も入っていただく予定ですし、

ほかの団体にも声を掛けようかなと考えています。トータル的にかるた

振興を戦略で進めていきたいと思っています。髙松委員がおっしゃった

ようにシティプロモーションといいますか、かるたのまちを発信してい

くということで、この体制の中で検討して前に進めていきたいと思って

います。 

 

河野朋子分科会長 事業についての説明が終わりましたので、９０ページから

１１５ページの中で質疑をします。 

 

髙松秀樹委員 課長提案制度の工事業務実績情報システム導入事業は、これを

導入したら事務の効率化を図るとあるんですが、もう少し具体的に説明

してもらえますか。 

 

柴田監理室長 工事カルテ、俗に言うコリンズ、業務カルテ、俗に言うテクリ

スの利用料になります。土木系の工事及び業務委託で請負代金が工事は

５００万円以上、業務委託は１００万円以上の公共事業を受注した業者

が、登録するようになります。登録内容は請負代金だったり技術者のリ

ースだったりという工事に関するものを登録するようになります。この

システムを導入することによって、登録した内容である業者の実績とか

技術者の実績とかを閲覧できるようになりますので、指名に関して効率

的な作業になると思います。 

 



 

61 

 

髙松秀樹委員 今までそういうデータベースはなかったということですか。 

 

柴田監理室長 データベースはありましたが、本市が使っていなかったという

ことです。 

 

髙松秀樹委員 監理室でデータベースを構築していなかったのかということで

す。 

 

柴田監理室長 データベースは構築していません。紙ベースでは保管をしてい

ます。 

 

髙松秀樹委員 課長提案事業の入札契約事務６万１，０００円。よく見ると職

員研修ってありますが、これを課長提案事業にって納得いかないんです。

監理室の問題ではなくて、研修ぐらいきちんと行かせてあげたらと思う

んですが。 

 

河野朋子分科会長 先ほどの課長提案制度の中で、そういった事業のすみ分け

の件です。 

 

河口企画課長 課長提案事業については、課長が研修の一環ということもあり

ますんで、どういったことをその職場で考えていかなければいけないか

というところが中心的なところになっています。その中で監理室につい

ては職員研修が足りていない部分があるということで、全般的に研修が

ない、お金を出せば行けるというところもありますが、そういうところ

も含めてここは足りていない部分があると課長が判断をされてこのよう

な研修に充てたいということで提案があったということですので、内容

としては課長が考え、進めていくということでいいと判断しています。 

 

髙松秀樹委員 内容がいいわけではなくて、課長提案事業として市長のリーダ

ーシップの下されているんで中身には注文を付けませんけど、こういう
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研修についてはスキルアップのための研修なら最初から予算付けたらど

うですかという意味で言ったんです。 

 

古川副市長 髙松委員が言われるのは、研修だから当然人事の所管で付けるべ

きだという御指摘だと思いますが、人事の研修は公務員としてどうかと

いう全般的なもので、このような専門的な研修の予算までまだまだいっ

ていないというのがありこういう提案があって、今から監理室等のスキ

ルを上げるには必要だということでこのように至ったということです。

確かに、言われるように研修は経常なりで原課が申し出ていくのが筋だ

ろうと思いますが、まだそこまで醸成されていなかった中でのこういう

措置になったということで御理解ください。 

 

森山喜久委員 ９５ページ、１８節備品購入費２００万１，０００円挙げてい

ますが、何を購入されたのか。 

 

石田総務課長 Ｊアラートの受信機の経費です。 

 

森山喜久委員 １９節負担金、補助及び交付金で防災士育成補助金があります

が、防災士は市内で何人いらっしゃいますか。 

 

青木総務課危機管理室主任 ３０年２月末現在で１１２名の方がいらっしゃい

ます。 

 

森山喜久委員 山陽地区小野田地区別は分かりますか。山陽地区のほうが防災

士が少ないという話があって、増やさないといけないという話を耳に挟

みましたので。 

 

青木総務課危機管理室主任 すぐには出せません。 

 

河野朋子分科会長 また後で分かればお願いします。 
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髙松秀樹委員 １０７ページきららガラス未来館指定管理者委託料ですが、指

定管理者はあと何年残っていますか。 

 

渡邊文化振興課課長補佐 ５年で、今年が４年目ですので、３０年度で最後に

なります。 

 

髙松秀樹委員 方針なんですが、今後も指定管理者制度を継続するということ

でよろしいですか。 

 

渡邊文化振興課課長補佐 来年度、指定管理に関する選定を行う予定ですので、

そうなると思います。 

 

河野朋子分科会長 １１８ページから１２１ページまで質疑があれば受けます。

審査番号③が全て終わりましたので、本日は以上で分科会を閉じたいと

思います。お疲れ様でした。資料で頂けるのがあれば後日お願いいたし

ます。 

 

午後４時５７分 散会 

 

平成３０年（２０１８年）３月７日 

 

一般会計予算決算常任委員会総務文教分科会長 河 野 朋 子   


